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１ 政策評価について 

(１) 評価の目的 

 「いわて県民計画（2019～2028）」の実施計画にあたる「第１期アクションプラン 政策

推進プラン」（計画期間：令和元年度～４年度）（以下「政策推進プラン」という。）は、県

民一人ひとりがお互いに支え合いながら、幸福を追求することができる地域社会を実現す

るために設定した「10の政策分野」に基づく取組を推進するため、重点的・優先的に取り

組むべき政策や、その具体的推進方策を明らかにし、長期ビジョンの実効性を確保するも

のです。 

政策評価は、政策推進プランの各分野における課題等を分析し、その結果を次の政策等

に適切に反映させることにより、効果的かつ効率的な行政を推進するとともに、県民の視

点に立った成果重視の行政運営を図ることを目的としています。 

 また、事務事業評価は、政策評価と連動して評価を行っています。 

(２) 評価の対象 

ア 政策評価の対象は、政策推進プランに掲げる 10 の政策分野、50 の政策項目及びこれ

に属する施策等とし、対象年度は令和元年度及び令和２年度の評価時までとしました。 

イ 事務事業評価の対象は、令和２年度に実施している事務事業のうち、いわて県民計画

（2019～2028）の推進のために県が行う事業など、政策的なものとしました。 

(３) 評価の実施時期 

ア 実績測定評価結果（「主要施策の成果に関する説明書」）の公表  令和２年９月 

イ 政策評価結果等（「政策評価等の実施状況報告書」）の公表    令和２年 11月 

 

【参考】いわて県民計画（2019～2028）の政策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 政策評価及び事務事業評価の実施状況について 
 

Ⅱ 家族・子育て

Ⅲ 教 育 1

Ⅳ 居住環境・
コ ミ ュ ニ テ ィ

Ⅴ 安 全 1

Ⅵ 仕事・収入

Ⅶ 歴史・文化

Ⅷ 自然環境 1

Ⅸ

社
会
基
盤

Ⅹ

参

画

東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に取り組みながら、
お互いに幸福を守り育てる希望郷いわて

政策項目（50） 具体的推進方策（203）政策分野（10）

１ 生涯にわたり心身ともに健やか
に生活できる環境をつくります

・
・
・
・

50 幅広い市民活動や多様な主体に
よる県民運動を促進します

① 生涯を通じた健康づくりの推進Ⅰ 健康・余暇

基本目標

② こころの健康づくりの推進

③ 自殺対策の推進

② 官民連携による県民運動の展開

③ 社会のニーズに対応したＮＰＯの活動促進
に向けた支援

① 多様な主体の参画・連携・協働に向けた
機運醸成とネットワークづくり

・
・
・
・

「いわて幸福関連指標」を設定
（82指標）

「具体的推進方策指標」を設定
（555指標）

政策項目に関連する
「いわて幸福関連指標」を設定

（82指標）

1



(４) 評価の方法 

① 政策評価 

ア 10 の政策分野 

「いわて幸福関連指標」の達成状況に加え、主観的幸福感に関連する 12の分野別実

感の状況、政策分野を取り巻く状況等を踏まえて総合的に評価し、「課題と今後の方向」

を取りまとめました。 

イ 政策分野を構成する 50の政策項目 

  政策項目に関連する「いわて幸福関連指標」に加え、具体的推進方策における県の

取組状況、政策項目を取り巻く状況、他の主体の取組等を踏まえて総合的に評価し、

「課題と今後の方向」を取りまとめました。 

ウ 県の取組 

  「具体的推進方策指標」の達成状況に加え、各推進方策を構成する事務事業の取組

状況等を踏まえて評価しています。 

② 事務事業評価 

いわて県民計画（2019～2028）の推進のために県が行う政策推進プラン構成事業は、｢活

動内容指標｣と｢成果指標｣の状況を評価した上で、事業の必要性や有効性等を考慮し｢今

後の方向｣を取りまとめました。 

それ以外の事業については、事業の進捗状況及び必要性に係る定性的な分析を行い、

事業の今後の方向を決定しました。 

(５) 評価の経過 

ア 評価手法等については、第三者の専門家等で組織する岩手県政策評価専門委員会の意

見を聴きました（令和２年７月 20日、10月 29日） 

イ 評価の取りまとめに当たっては、知事、副知事及び部局長で構成する政策会議等にお

いて協議しました（令和２年 11月 16日） 
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２ 県民の幸福感の現状   

県では、県民の幸福感（主観的幸福感）を把握するため、「県の施策に関する県民意識調査」に 

おいて、「幸福だと感じる」から「幸福だと感じない」までの５段階の選択肢により、令和２年１

月から２月にかけて調査を実施しました。 

 その結果、「幸福と感じる（「幸福だと感じる」+「やや幸福だと感じる」）」と回答した人の割合 

は、県全体で 56.2％となり、昨年調査より 3.9ポイント上昇しました。 

 上記回答結果について、５段階の選択肢に応じて５点から１点を配点して算出した「主観的幸 

福感の平均値」は 3.48点（前年調査：3.43点）となり、主観的幸福感は横ばいに推移していま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、主観的幸福感に関連する 12の分野についても、それぞれ実感を調査しており、この分野 

別実感の平均値を昨年調査と比較した結果、次のとおりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 今回、回答者が幸福を判断する際に重視する項目についても調査を行っており、その結果、特 

に重視された項目は「健康状況」及び「家族関係」でした。 
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３ 政策評価結果

(１) 政策分野の総合評価 

 10の政策分野中、６分野（60％）を「Ｂ」と評価しました。 

【今回の評価結果】 

(２) 政策項目の総合評価 

 50 の政策項目中、36 項目（72％）を「順調・概ね順調」と評価しました。その一方で、

「Ⅰ 健康・余暇」で半数を超える項目を「やや遅れ」と評価しました。 

【今回の評価結果】 

(３) 県の取組状況の評価（｢具体的推進方策｣からみた評価） 

 県の具体的な取組である「具体的推進方策」の状況からみた評価では、203 の推進方策

中、170 方策（84％）を「順調・概ね順調」としました。その一方で、「Ⅰ 健康・余暇」、

「Ⅲ 教育」で約２割を「やや遅れ・遅れ」と評価しました。 

【今回の評価結果】 

○ 政策推進プランの 10の政策分野、50の政策項目、203の具体的推進方策を対象として、総

合的に評価を実施したところ、政策分野の総合評価では、「Ｂ」以上の割合が「Ｃ」以下の割

合を上回る結果、政策項目の総合評価、県の取組状況の評価、いずれも「概ね順調」以上の

割合が「やや遅れ」以下の割合を上回る結果となりました。 

○ 政策評価等により明らかになった課題については、今後の予算編成過程を通じて来年度以

降の政策等への反映に努めていきます。 

(項目) 

順調

10項目

20%

概ね順調

26項目

52%

やや遅れ

6項目

12%

遅れ

8項目

16%

50項目

(分野) 

Ｂ

6分野

60%

Ｃ

4分野

40%
10分野

政策分野 評価区分 政策分野 評価区分

Ⅰ　健康・余暇 Ｃ Ⅵ　仕事・収入 Ｃ

Ⅱ　家族・子育て Ｂ Ⅶ　歴史・文化 Ｂ

Ⅲ　教育 Ｂ Ⅷ　自然環境 Ｂ

Ⅳ　居住環境・コミュニティ Ｃ Ⅸ　社会基盤 Ｂ

Ⅴ　安全 Ｃ Ⅹ　参画 Ｂ

(方策) 

順調

103方策

51%概ね順調

67方策

33%

やや遅れ

14方策

7%

遅れ

19方策

9%

203方策

Ⅰ　健康・余暇 8 10 4 1 23 78 Ⅵ　仕事・収入 26 12 2 3 43 88

Ⅱ　家族・子育て 12 4 0 1 17 94 Ⅶ　歴史・文化 5 2 0 1 8 88

Ⅲ　教育 21 12 2 10 45 73 Ⅷ　自然環境 3 8 2 1 14 79

Ⅳ　居住環境・コミュニティ 8 4 2 1 15 80 Ⅸ　社会基盤 11 4 1 0 16 94

Ⅴ　安全 7 6 1 0 14 93 Ⅹ　参画 2 5 0 1 8 88

103 67 14 19 203 84

計

合計

評価区分 概ね順調

以上

（％）順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ
政策分野政策分野

評価区分
計

順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ

概ね順調

以上

（％）

Ⅰ　健康・余暇 0 2 3 0 5 40 Ⅵ　仕事・収入 1 7 0 1 9 89

Ⅱ　家族・子育て 3 1 1 0 5 80 Ⅶ　歴史・文化 0 2 0 0 2 100

Ⅲ　教育 1 5 0 4 10 60 Ⅷ　自然環境 0 2 0 1 3 67

Ⅳ　居住環境・コミュニティ 2 2 0 2 6 67 Ⅸ　社会基盤 2 1 1 0 4 75

Ⅴ　安全 1 2 1 0 4 75 Ⅹ　参画 0 2 0 0 2 100

10 26 6 8 50 72

政策分野政策分野
評価区分

合計

概ね順調

以上

（％）
計

評価区分 概ね順調

以上

（％）順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ
計

順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ
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４ 事務事業評価結果   

①  評価結果（政策推進プラン構成事業 739事業） 
プランを構成する 739 事業について、活動内容指標・成果指標の状況から評価した結果、【と 

もに「ａ」】が 374 事業（50.6％）、【「ａ」・「ｂ」】又は【ともに「ｂ」】が 144事業（19.5％）、
【「ｃ」を含む】が 131 事業（17.7％）となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※ 評価区分：「ａ」：100％以上、「ｂ」：80％以上、「ｃ」：80％未満。 

 

 

②  今後の方向（全 973 事業） 
政策推進プラン構成事業以外の政策的な事業を含む 973事業について、今後、「拡充」が 

9 事業（0.9％）、「継続」が 855 事業（87.9％）、「縮減」が 11 事業（1.1％）、「廃止・休止」
※が 20事業（2.1％）、「終了」が 78事業（8.0％）となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 廃止・休止：廃止・休止する事業のほか、他の事業に統合するものを含む。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ともに

「ａ」

「ａ」・「ｂ」、

ともに「ｂ」

「ｃ」を

含む
その他 計 ともに｢ｂ｣以上

374 144 131 90 739 
(50.6%) (19.5%) (17.7%) (12.2%) (100.0%)

Ⅰ 健康・余暇 58 30 36 4 128 68.8% 

Ⅱ 家族・子育て 19 7 13 20 59 44.1% 

Ⅲ 教育 59 20 11 22 112 70.5% 

Ⅳ 居住環境・コミュニティ 17 8 10 13 48 52.1% 

Ⅴ 安全 22 7 9 1 39 74.4% 

Ⅵ 仕事・収入 156 54 29 11 250 84.0% 

Ⅶ 歴史・文化 6 1 1 8 16 43.8% 

Ⅷ 自然環境 17 9 14 1 41 63.4% 

Ⅸ 社会基盤 18 4 5 9 36 61.1% 

Ⅹ 参画 2 4 3 1 10 60.0% 

70.1% 

評価区分

プラン構成事業（Ａ）

拡充 継続 縮減
廃止

休止
終了 計

8 672 10 16 33 739 
(1.1%) (90.9%) (1.4%) (2.2%) (4.5%) (100.0%)

Ⅰ 健康・余暇 0 119 0 2 7 128 

Ⅱ 家族・子育て 0 57 0 1 1 59 

Ⅲ 教育 1 97 3 3 8 112 

Ⅳ 居住環境・コミュニティ 1 42 0 0 5 48 

Ⅴ 安全 3 33 0 1 2 39 

Ⅵ 仕事・収入 0 233 6 3 8 250 

Ⅶ 歴史・文化 1 14 0 0 1 16 

Ⅷ 自然環境 1 34 1 5 0 41 

Ⅸ 社会基盤 0 34 0 1 1 36 

Ⅹ 参画 1 9 0 0 0 10 

1 183 1 4 45 234 

9 855 11 20 78 973 
(0.9%) (87.9%) (1.1%) (2.1%) (8.0%) (100.0%)

プラン構成事業以外の政策的な事業（Ｂ）

合計（Ａ＋Ｂ）

今後の方向

プラン構成事業（Ａ）
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１ 公共事業評価結果 

(１) 評価の目的 

 公共事業評価は、厳しい財政環境の中にあって、社会資本の整備のため重要な役割を果

たしている公共事業について、一層の効率化、重点化を図るとともに、その実施過程の透

明性の向上を図ることを目的としています。 

【公共事業評価の流れ】 

 

 

      公表                   公表      公表            公表 

 

 

 

                      

                      

 

                      

  諮問・答申等                      諮問・答申等          報告  

                      

 

 

(２) 評価の対象 

ア 事前評価 

 農林水産部及び県土整備部が所管する公共事業（災害復旧事業及び維持管理に係る事

業並びに総事業費 50 億円以上の大規模公共事業を除く。以下同じ。）について、新たに

事業着手を計画しているものを対象として評価を行いました。 

所管部局 事前評価対象 

農林水産部 41地区 

県土整備部 22地区 

合 計 63地区 

イ 継続評価 

 令和２年度に実施している公共事業のうち、令和３年度に継続を予定している事業を

対象として評価を行いました。（ただし、再評価の対象となった事業を除く。） 

所管部局 継続評価対象 

農林水産部 127地区 

県土整備部 87地区 

合 計 214地区 

 

 

 

事

前

評

価 

事

業

立

案 

事

業

着

手 

予

算

化 

再

評

価 

事

業

完

了 

政策評価委員会（公共事業評価専門委員会） 

 ◎ 評価手法等の審議・個別案件の審議などを行う。 

県                      民 

継

続

評

価 

事

後

評

価 

 

第２ 公共事業評価及び大規模事業評価の実施状況について 

 

令和２年 10 月までに評価を実施した地区を

掲載しており、これ以降に評価を実施した地

区については、評価結果の政策等への反映状

況と併せて報告・公表する予定です。 
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ウ 再評価 

 令和２年度に実施している公共事業のうち、事業の実施を決定した後、一定の期間を

経過した事業等を対象として評価を行いました。 

所管部局 再評価対象 

農林水産部 4地区 

県土整備部 8地区 

合 計 12地区 

エ 事後評価 

 事業完了後、一定期間を経過した事業を対象として評価を行いました。 

所管部局 事後評価対象 

農林水産部 1地区 

県土整備部 1地区 

合 計 2地区 

(３) 評価の実施時期 

ア 事前評価 

・事業を所管する部局の評価      令和２年 10月 

イ 継続評価          

・事業を所管する部局の評価      令和２年 10月 

ウ 再評価 

・事業を所管する部局の評価      令和２年５月 

・政策評価委員会への諮問       令和２年６月 

・公共事業評価専門委員会における審議 令和２年６月～８月 

・政策評価委員会からの答申      令和２年９月 

エ 事後評価 

・事業を所管する部局の評価      令和２年７月 

(４) 評価の方法 

ア 事前評価 

 「自然環境等の状況及び環境配慮事項」及び「事業に関する指標からみた評価※」の２

つの項目について評価を行い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

※ 事業ごとの評価指標に基づき、「必要性」、「重要性」、「緊急性」、「効率性（費用便

益比(Ｂ／Ｃ)」、「熟度」の５項目について点数化(100点満点)し、評価するもの。 

イ 継続評価 

 事前評価に同じ。 

ウ 再評価 

 「事業の進捗状況等」及び「社会経済情勢等の変化」の２つの項目について評価を行

い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

エ 事後評価 

 「事業の効果等」、「利用者の意見等」、「社会経済情勢等の変化」の３つの項目につい

て評価を行い、今後の課題等（当該地区の課題、今後の同種事業のあり方及び事業評価

手法の見直しの必要性）を取りまとめました。 
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(５) 評価の結果 

ア 事前評価 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 

農林水産部 41 7 34 0 0 

県土整備部 22 3 10 9 0 

合 計 
63 

(100.0%) 

10 
(15.9%) 

44 
 (69.8%) 

9 
(14.3%) 

0 
(0.0%) 

イ 継続評価 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 

農林水産部 127 47 80 0 0 

県土整備部 87 15 51 21 0 

合 計 
214 

(100.0%) 
62 

(29.0%) 
131 

 (61.2%) 
21 

(9.8%) 
0 

(0.0%) 

ウ 再評価 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

事業 
継続 

要検討 
中止 事業 

継続 
見直し 
継続 

休止 中止 

農林水産部 4 4 0 0 0 0 0 

県土整備部 8 8 0 0 0 0 0 

合 計 
12 

(100.0%) 
12 

(100.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

エ 事後評価（実施事業） 

所管部局 事業名 路線名・地区名 市町村名 

農林水産部 地すべり防止事業 増沢 奥州市 

県土整備部 総合流域防災事業（河川） 一級河川北上川水系南川 盛岡市 
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○ 公共事業 291 地区を対象に評価を実施しました。 

○ 事前評価を行った 63 地区の評価結果は、｢ＡＡ｣が 10 地区(15.9％）、｢Ａ｣が 44 地区

（69.8％）、｢Ｂ｣が９地区(14.3％)となりました 。  

○ 継続評価を行った 214 地区の評価結果は、｢ＡＡ｣が 62 地区(29.0％）、｢Ａ｣が 131 地区

(61.2％）、｢Ｂ｣が 21 地区(9.8％)となりました。  

○ 再評価実施を行った 12地区の評価結果は、全て｢事業継続｣となりました。 

○ 事後評価は、２地区について実施しました。 

○ 今後は、評価結果を踏まえて、事業の効率化及び重点化を進めるとともに、事業効果の

早期発現を目指して取り組んでいきます。 

【評価結果】 

 

 

 

 

[参考] 

【総合評価の評価区分の見方】 

○ 事前評価及び継続評価 

｢自然環境等の状況及び環境配慮事項｣（評価:ａ～ｃ）、｢事業に関する指標からみた評価｣

(評価:ａ～ｃ)の項目評価の組み合わせにより、次のとおり総合評価(ＡＡ～Ｃ)を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 再評価 

｢事業の進捗状況等｣(評価:ＡＡ、Ａ、ＢＢ、Ｂ、Ｃ)、｢社会経済情勢等の変化｣(評価:Ａ

Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ)の項目評価の組み合わせにより、次のとおり総合評価を実施。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

種類
事後
評価

事業
継続

見直し
継続

休止 中止

地区数 12 0 0 0 0 0 2 291 

継続評価 再評価

合計

中止

0 

事前評価

0 

Ｃ

9 

Ｂ

44 

Ａ

10 

ＡＡ

21 131 62 

ＣＢＡＡＡ評価結果
事業
継続

要検討

総合評価 項目評価の組み合わせ

事業継続 ２つの項目の評価がそれぞれＡＡ又はＡ若しくはＢＢである場合

要 検 討
事業継続、中止の評価以外の場合
（｢事業継続｣｢見直し継続｣｢休止｣｢中止｣の検討方針案を選択）

中　　止
事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化が
Ｃ評価である場合

総合評価 項目評価の組み合わせ

ＡＡ いずれもａ評価となっているもの

Ａ ａ評価とｂ評価で構成されているもの

Ｂ いずれもｂ評価となっているもの

Ｃ いずれかがｃ評価となっているもの
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２ 大規模事業評価結果 

(１) 評価の目的 

 大規模事業評価は、厳しい財政環境の中にあって、より一層詳細で慎重な評価を行うこ

とで、県民への説明責任を果たすとともに、事業の効果的・効率的な推進に資することを

目的としています。 

【大規模事業評価の流れ】 

 

 

      公表・意見聴取              公表      公表・意見聴取       公表 

 

 

 

                      

                      

 

                      

  諮問・答申等                      諮問・答申等               報告 

                      

 

 

(２) 評価の対象 

ア 事前評価 

大規模施設整備事業（施設整備事業のうち総事業費が 25億円以上の事業又はこれに準

ずる事業で知事が必要と認める事業をいう。以下同じ。）であって、基本となる設計を作

成している事業を対象として評価を行いました。 

[大規模公共事業（基本設計後）] 

所管部局 事前評価対象 

県土整備部 1地区 

合 計 1地区 

 [大規模施設整備事業（基本設計後）] 

所管部局 事前評価対象 

教育委員会事務局 1地区 

合 計 1地区 

イ 継続評価 

 令和２年度に実施している大規模公共事業（公共事業のうち総事業費が 50億円以上の

ものをいう。以下同じ。）のうち、令和３年度に継続を予定している事業を対象として評

価を行いました。（ただし、再評価の対象となった事業を除く。） 

 

事

前

評

価 

事

業

立

案 

事

業

着

手 

予

算

化 

再

評

価 

事

業

完

了 

政策評価委員会（大規模事業評価専門委員会） 

 ◎ 評価手法等の審議・個別案件の審議などを行う。 

県                      民 

継

続

評

価 

事

後

評

価 
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所管部局 継続評価対象 

農林水産部 3地区 

県土整備部 12地区 

合 計 15地区 

 

ウ 再評価 

 令和２年度に実施している大規模公共事業のうち、事業の実施を決定した後、一定の

期間を経過した事業等を対象として評価を行いました。 

所管部局 再評価対象 

農林水産部 0地区 

県土整備部 3地区 

合 計 3地区 

エ 事後評価 

 事業完了後、一定期間を経過した大規模公共事業を対象として評価を行いました。 

所管部局 事後評価対象 

農林水産部 1地区 

県土整備部 1地区 

合 計 2地区 

(３) 評価の実施時期 

ア 事前評価 

[大規模公共事業（基本設計後）] 

・事業を所管する部局の評価       令和２年 10月 

・政策評価委員会への諮問        令和２年 10月 

・大規模事業評価専門委員会における審議 令和２年 10月～（審議継続中） 

[大規模施設整備事業（基本設計後）] 

・事業を所管する部局の評価       令和２年８月 

・政策評価委員会への諮問        令和２年８月 

・大規模事業評価専門委員会における審議 令和２年９月～10月 

・政策評価委員会からの答申       令和２年 10月 

イ 継続評価 

・事業を所管する部局の評価       令和２年 10月 

ウ 再評価 

・事業を所管する部局の評価       令和２年７月 

・政策評価委員会への諮問        令和２年７月 

・大規模事業評価専門委員会における審議 令和２年７月～９月 

・政策評価委員会からの答申       令和２年９月 

エ 事後評価 

・事業を所管する部局の評価       令和２年８月 

(４) 評価の方法 

ア 事前評価  
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[大規模公共事業（基本設計後）] 

「社会経済情勢等の状況」、「自然環境等の状況」及び「事業計画の妥当性」の３つの

項目について評価を行い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

[大規模施設整備事業（基本設計後）] 

「事業の必要性」、「事業の有効性」、「事業の効率性」、「施設計画の妥当性」、「環境保

全と景観への配慮」及び「その他」の６つの項目について評価を行い、これらの項目評

価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

 

イ 継続評価 

 「自然環境等の状況及び環境配慮事項」及び「事業に関する指標からみた評価※」の２

つの項目について評価を行い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

※ 事業ごとの評価指標に基づき、「必要性」、「重要性」、「緊急性」、「効率性（費用便

益比(Ｂ／Ｃ)」、「熟度」の５項目について点数化(100点満点)し、評価するもの。 

ウ 再評価 

 「事業の進捗状況等」及び「社会経済情勢等の変化」の２つの項目について評価を行

い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

エ 事後評価 

 「事業の効果等」、「利用者の意見等」、「社会経済情勢等の変化」の３つの項目につい

て評価を行い、今後の課題等（当該地区の課題、今後の同種事業のあり方及び事業評価

手法の見直しの必要性）を取りまとめました。 

(５) 評価の結果 

ア 事前評価 

[大規模公共事業（基本設計後）] 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

事業実施 要検討 その他 

県土整備部 1 1 0 0 

合 計 
1 

(100.0%) 
1 

(100.0%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 

 

 [大規模施設整備事業（基本設計後）] 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

事業実施 要検討 その他 

教育委員会事務局 1 1 0 0 

合 計 
1 

(100.0%) 
1 

(100.0%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 

イ 継続評価 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 

農林水産部 3 3 0 0 0 

県土整備部 12 3 9 0 0 

合 計 
15 

(100.0%) 
6 

(40.0%) 
9 

(60.0%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
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ウ 再評価 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

事業 
継続 

要検討 
中止 事業 

継続 
見直し 
継続 

休止 中止 

農林水産部 0 0 0 0 0 0 0 

県土整備部 3 3 0 0 0 0 0 

合 計 
3 

(100.0%) 
3 

(100.0%) 
0 

(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

エ 事後評価（実施事業） 

 所管部局 事業名 路線名・地区名 市町村名 

農林水産部 経営体育成基盤整備事業 一関第１地区 一関市、平泉町 

県土整備部 
地域連携道路整備事業 

（ネットワーク形成型） 

一般国道 340号 

和井内道路 
宮古市 

 

 

○ 大規模事業 22地区を対象に評価を実施しました。 

○ 事前評価を行った２地区の評価結果は、全て｢事業実施｣となりました。 

○ 継続評価を行った 15地区の評価結果は、｢ＡＡ｣が６地区（40.0％）、 ｢Ａ｣が９地区（60.0％）、

となりました。 

○ 再評価を行った３地区の評価結果は、全て「事業継続」となりました。 

◯ 事後評価は、大規模公共事業２地区について実施しました。 

○ 今後は、評価結果を踏まえて、事業の効率化及び重点化を進めるとともに、事業効果の早期

発現を目指して取り組んでいきます。 

【評価結果】 

 

 

[参考]  

【総合評価の評価区分の見方】 

○ 事前評価 

[大規模公共事業（基本構想作成後）] 

「社会経済情勢等の状況」、「自然環境等の状況」及び「事業計画の妥当性」の項目評価の

結果を踏まえ、次のとおり総合評価を実施。 

         

 

 

 

 

 

種類
事後
評価

事業
継続

見直し
継続

休止 中止

地区数 3 0 0 0 0 0 2 22 0 0 2 0 0 6 9 

その他要検討
事業
実施

事前評価 継続評価

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ評価結果

再評価

合計
事業
継続

要検討

中止

 

総合評価 説　明

事業実施 基本的な構想のとおり事業を実施していくもの

要 検 討
基本的な構想あるいはその後の検討において、課題が把握されて
おり、今後検討を加える必要があるもの

そ の 他
基本的な構想の内容を当面見合わせるなど、｢事業実施｣｢要検討｣
に当てはまらないもの
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[大規模施設整備事業（基本構想作成後）] 

「事業の必要性」、「施設計画の妥当性」及び「環境保全と景観への配慮」の項目評価の結

果を踏まえ、次のとおり総合評価を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

[大規模公共事業（基本設計後）]  

 「社会経済情勢等の状況」、「自然環境等の状況」及び「事業計画の妥当性」の項目評価の

結果を踏まえ、次のとおり総合評価を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[大規模施設整備事業（基本設計後）] 

「事業の必要性」、「事業の有効性」、「事業の効率性」、「施設計画の妥当性」、「環境保全と

景観への配慮」及び「その他」の項目評価の結果を踏まえ、次のとおり総合評価を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 継続評価 

｢自然環境等の状況及び環境配慮事項｣（評価:ａ～ｃ）、｢事業に関する指標からみた評価｣

(評価:ａ～ｃ)の項目評価の組み合わせにより、次のとおり総合評価(ＡＡ～Ｃ)を実施。 

 

 

      

 

 

 

 

○ 再評価 

｢事業の進捗状況等｣(評価:ＡＡ、Ａ、ＢＢ、Ｂ、Ｃ)、｢社会経済情勢等の変化｣(評価:Ａ

Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ)の項目評価の組み合わせにより、次のとおり総合評価を実施。 
 

 
   
 

 

 

総合評価 項目評価の組み合わせ

事業継続 ２つの項目の評価がそれぞれＡＡ又はＡ若しくはＢＢである場合

要 検 討
事業継続、中止の評価以外の場合
（｢事業継続｣｢見直し継続｣｢休止｣｢中止｣の検討方針案を選択）

中　　止
事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化が
Ｃ評価である場合

総合評価 項目評価の組み合わせ

ＡＡ いずれもａ評価となっているもの

Ａ ａ評価とｂ評価で構成されているもの

Ｂ いずれもｂ評価となっているもの

Ｃ いずれかがｃ評価となっているもの

  

  

 

総合評価 説　明

事業実施 基本的な構想のとおり事業を実施していくもの

要 検 討
基本的な構想あるいはその後の検討において、課題が把握されて
おり、今後検討を加える必要があるもの

そ の 他
基本的な構想の内容を当面見合わせるなど、｢事業実施｣｢要検討｣
に当てはまらないもの

総合評価 説　明

事業実施 基本的な設計のとおり事業を実施していくもの

要 検 討
基本的な設計において、課題が把握されており、今後検討を加え
る必要があるもの

そ の 他
基本的な設計の内容を当面見合わせるなど、｢事業実施｣｢要検討｣
に当てはまらないもの

総合評価 説　明

事業実施 基本的な設計のとおり事業を実施していくもの

要 検 討
基本的な設計において、課題が把握されており、今後検討を加え
る必要があるもの

そ の 他
基本的な設計の内容を当面見合わせるなど、｢事業実施｣｢要検討｣
に当てはまらないもの
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	●　介護分野に従事していなかった者を新規就労させ、また、潜在的有資格者に対して再就労を促し、介護分野への人材の定着と参入を促進するため、介護カフェの開催や職業体験事業、専門の支援員による就労支援やキャリアアップの支援等の取組を行っています。
	●　障がい者に対する不利益な取扱いや虐待に関する相談窓口職員の対応力強化に取り組みます。
	●　障がい者のグループホーム利用者数について、事業者からの相談などに対して必要な助言等を行い、利用者数の確保に取り組むとともに、事業者の施設整備を支援する十分な予算を確保するよう国へ要望を行います。
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	(４)　介護を要する高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる環境の整備
	(５)　障がい者が安心して生活できる環境の整備
	(６)　障がい者の社会参加の促進
	(７)　福祉人材の育成・確保

	政策項目４文化芸術・スポーツを楽しむ機会
	●　文化芸術活動を発表・鑑賞する機会を確保するため、岩手芸術祭、芸術体験イベント等を継続開催しています。
	●　「コミックいわて」を通じ、より多くの読者に岩手の魅力を発信するため、いわてグラフによる広報、外国語版作品配信数の充実等に取り組んでいます。
	●　いわてネクストジェネレーションフォーラムの開催をはじめ、いわて若者カフェやいわて若者交流ポータルサイト（コネクサス）の運営、若者団体自らが実施する事業への助成などを通じて、若者の交流やネットワークの拡大を図り、若者の活動の活性化に取り組んでいます。
	●　障がい者文化芸術祭・音楽祭やアール・ブリュット巡回展を開催するとともに、障がい者芸術活動支援センター「かだあると」を中核とした創作活動に関する相談対応や創作活動を身近で支える人材育成等に取り組んでいます。
	●　県民がスポーツを楽しむ場を提供するため、県内のスポーツ施設の現状や県と市町村との役割分担、県民のニーズなどを踏まえ、県営スポーツ施設の適切な維持管理や修繕、更新等を実施しています。
	(２)　文化をめぐる新しい動向に対応した取組の推進
	(３)　障がい者の文化芸術活動の推進
	(４)　ライフステージに応じたスポーツを楽しむ機会の充実
	(５)　障がい者スポーツへの参加機会の充実
	(６)　岩手発の「超人スポーツ」の創出等によるスポーツ参加機会の拡大

	政策項目５生涯を通じて学びの場
	●　「いつでも・どこでも・だれでも」生涯を通じて学び続けられる環境づくりの一環として、多様な学習機会の充実に向け、生涯学習情報提供システム「まなびネットいわて」において、最新の学習情報や各種調査データ、先進取組事例等、内容の充実を図るとともに、ＳＮＳを活用した情報提供に取り組んでいます。
	●　県民の学習活動を支援するため、生涯学習・社会教育の推進に携わる関係職員の資質向上やネットワークづくりを図る研修会を実施するとともに、事前事後調査等も行いながら参加者のニーズに応じた研修の改善に取り組んでいます。なお、社会教育の中核を担う人材育成を図る指導者研修会等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、オンデマンド研修や受講者の人数制限などの対応を行っています。
	●　各市町村やＮＰＯ等と連携し、地域住民が参画した子どもの学習支援や放課後の居場所づくり活動を進めるなど、学びの成果を生かした地域コミュニティづくりに取り組んでいます。
	(１)　多様な学習機会の充実
	(２)　岩手ならではの学習機会の提供
	(３)　学びと活動の循環による地域の活性化
	(４)　社会教育の中核を担う人材の育成
	(５)　多様な学びのニーズに応じた拠点の充実


	政策分野Ⅱ家族・子育て
	政策分野Ⅱ家族・子育て
	政策項目６安心して子育てできる環境
	●　いきいき岩手支援財団による“いきいき岩手”結婚サポートセンター「ｉ－サポ」の運営を通じて、会員のマッチングや、結婚支援団体等の資質向上を目的にしたフォーラムの開催に加え、同財団と岩手県理容生活衛生同業組合、岩手県美容業生活衛生同業組合が協定を締結し、県内約1,600 の組合員店舗で「i-サポ」のポスター掲出、リーフレット配架を行うなど、結婚支援を行っています。
	●　社会全体で子育てを支援する機運の醸成に向け、「いわて子育て応援の店」の新規登録店舗数拡大のための制度周知や企業への個別訪問などを行っています。
	●　特定不妊治療費の助成制度の周知と活用促進を図るため、市民公開講座などを実施しています。
	●　周産期救急患者搬送要請の受付及び搬送調整等を担う岩手医科大学附属病院に配置する産婦人科医師等のコーディネーターを活用し、増加傾向にあるハイリスク周産期救急患者の状況に応じて、迅速かつ適切な受入先の確保を図る体制を構築しています。
	●　子育て世代包括支援センターの設置を促進し、妊産婦に対する切れ目のない支援を充実させるため、市町村が行うセンターの活動経費を支援する「いわての妊産婦包括支援促進事業」を実施しています。
	●　子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図るため、保育士・保育所支援センターを通じた保育人材の確保や市町村が地域の実情に応じて実施する施設整備等の取組を支援しています。
	●　子育てにやさしい職場環境づくりを推進するため、インセンティブの拡大や企業への個別訪問など、いわて子育てにやさしい企業等認証の認証数の拡大に取り組んでいます。
	●　「いわて働き方改革推進運動」を展開し、働き方改革を進める上で必要となる時間管理等をテーマとした研修会や勉強会の開催などにより、働きやすい職場づくりを推進するとともに、県内企業における働き方改革の優れた取組事例を表彰する「いわて働き方改革アワード」を実施するなど、働き方改革の取組を推進しています。
	●　生まれ育った環境に左右されることなく、進学の希望を叶えられるよう、生活保護世帯を含む生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援を行うとともに、生活保護担当職員を対象とした研修会の開催や子どもがいる世帯のケース検討等により、支援の質の向上に取り組んでいます。
	●　子どもの居場所の拡大を図るため、子どもの居場所の立上げ等への補助を行う市町村への財政支援などを実施しています。
	●　児童虐待防止対策として、市町村及び児童相談所の対応力向上のための研修の実施や、警察との連携強化、広報啓発活動に取り組んでいます。
	●　障がい児が身近な地域で、必要な支援を受けられるよう、市町村に対し、地域療育の中核となる児童発達支援センターの設置を促すとともに、関係機関等の連携による療育を提供する仕組みの構築を支援するため、岩手県障がい者自立支援協議会療育部会が策定した「地域療育ネットワークの構築及び運営に関する指針」の周知に取り組んでいます。
	●　発達障がい児・者の支援に従事する、相談支援事業所、学校、保育所、就労移行支援事業所等の職員の対応力の向上を図るため、発達障がい者支援センターや発達障がい沿岸センターによる専門的な支援に取り組んでいます。
	●　「すこやかダイヤル」や「すこやかメール相談」による相談窓口を設置し、子育てや家庭教育に悩みや不安を抱える保護者の支援に取り組んでいます。
	●　家庭教育を支える環境づくりを推進するため、「すこやかメールマガジン」等を通じて家庭教育に関わる情報提供に取り組んでいます。
	(１)　結婚・家庭・子育てに希望を持てる環境づくりの推進
	(２)　安全・安心な出産環境の整備
	(３)　子育て家庭への支援
	(４)　子どもが健やかに成長できる環境の整備
	(５)　障がい児の療育支援体制の充実
	(６)　家庭教育を支える環境づくりの推進

	政策項目７子どもの学びと育ち
	●　学校・家庭・地域の連携・協働の仕組みづくりのため、関係者への制度及び事例に関する理解促進を図るための研修会等を実施しています。
	●　各学校において、学校運営の改善と発展を目指すため、自己評価や学校関係者評価を実施・公表しているほか、学校行事等の教育活動に地域人材を活用し、教育振興運動と連携・協働しながら、学力向上や体験活動等の充実を図っています。
	●　豊かな体験活動の充実のため、関係者の資質向上を図るための研修会等を実施しています。
	●　特別な支援を必要とする子どもが地域で安心して学校生活を過ごすことができるよう、県民向けの公開講座の実施や特別支援教育サポーターの養成に取り組んでいます。
	(１)　学校・家庭・地域の連携の仕組みづくり
	(２)　豊かな体験活動の充実
	(３)　県民と協働した特別支援教育体制づくりの推進

	政策項目８健全で自立した青少年育成
	●　「いわて青少年育成プラン」に基づき、「環境づくり」と「地域づくり」に向けた取組のため、「いわて希望塾」「わたしの主張大会」等の開催、青少年ボランティアの活動支援や若年無業者に対する支援事業等を実施しています。
	●　「いわて青少年育成プラン」に基づき、「環境づくり」に向けた取組のため、県内各地で青少年育成に取り組む関係団体等と連携した県民大会の実施や情報メディア対応講座の開催等に取り組んでいます。
	(１)　個性や主体性を発揮して自立した活動ができる環境づくりの推進
	(２) 愛着を持てる地域づくりの推進
	(３)　青少年を事件・事故から守る環境づくりの推進

	政策項目９仕事と生活を両立
	●　「いわて働き方改革推進運動」を展開し、働き方改革を進める上で必要となる時間管理等をテーマとした研修会や勉強会の開催などにより、働きやすい職場づくりを推進するとともに、県内企業における働き方改革の優れた取組事例を表彰する「いわて働き方改革アワード」を実施するなど、働き方改革の取組を推進しています。
	●　いわて働き方改革サポートデスクを設置し、企業等からの相談にきめ細かく対応するとともに、補助金等により、県内各企業等における計画的・自律的な働き方改革の取組を支援しています。
	●　子育てにやさしい職場環境づくりを推進するため、インセンティブの拡大や企業への個別訪問などいわて子育てにやさしい企業等認証の認証数の拡大に取り組んでいます。
	(１)　働き方改革の取組の推進
	(２) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
	(３)　いきいきと働き続けるための健康づくりの推進

	政策項目10動物の命を大切にする社会
	●　動物愛護思想の普及啓発のため、動物愛護シンポジウム等動物愛護週間行事を実施しています。
	●　地域に根ざした動物愛護活動を継続・推進するため、動物愛護推進員の委嘱者数の増加を図っています。
	●　適正飼養を推進するため、適正飼養講習会を開催しています。
	●　災害時の対応力の強化のため、市町村や獣医師会等関係団体と連携して同行避難訓練を実施しています。
	(１)　動物愛護の意識を高める取組の推進
	(２) 動物のいのちを尊重する取組の推進


	政策分野Ⅲ教育
	政策分野Ⅲ教育
	政策項目11【知育】
	●　小・中学校、高等学校では、諸調査等の結果を活用し、学校や児童生徒の実態把握に努め、学校組織全体による授業改善の取組を行っており、学校の優良な取組例などの情報共有を進め、質の向上を図っています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の県が実施する諸調査の一部を中止しています。
	●　つまずきを生かした一人ひとりを伸ばす授業の実現を目指すために、よりよい授業の在り方や授業づくりの基本をまとめた「いわての授業づくり３つの視点（改訂版）」を活用しながら、各学校への訪問指導や各種研修会等を通して、授業改善に取り組んでいます。
	●　県立学校への大型提示装置等の整備とともに、国のＧＩＧＡスクール構想の加速を受け、県立学校への無線ＬＡＮ環境や児童生徒１人１台端末等の整備を進めるなど、ＩＣＴ機器を活用した学習環境の充実を図っています。
	●　学校においては、学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応する資質・能力を育むために、教科横断的な学習の充実など創意工夫を凝らした教育課程や教育活動の改善を進めるなど、学校組織全体で「カリキュラム・マネジメント」に取り組んでいます。
	●　将来の本県を支える人材や地域づくりを担う人材の育成を図るとともに、生徒が希望する高度な専門的知識や技術を習得するための大学進学等が実現できるよう各学校の取組を支援しています。
	●　企業見学、企業との意見交換、各広域振興局等との連携などを図りながら、中学校及び高等学校における職場体験やインターンシップ等に取り組んでいます。
	●　国内の新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和２年３月２日から春季休業に入るまでの間、県立学校の一斉臨時休業の措置を講じましたが、新学期からは、教育活動を再開しています。再開に当たっては、児童生徒等の健康、安全の確保を図るとともに、教育活動に与える影響を最小限にとどめるための取組を行っています。なお、大型連休期間中における人の移動を最小限にし、地域全体での感染防止を図るため、４月29日から５月６日までの期間、県立学校の一斉臨時休業の措置を講じました。
	(１)　これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の育成
	(２)　諸調査やＩＣＴの活用等による児童生徒の実態に応じた授業改善の推進と家庭学習の充実
	(３)　社会ニーズに対応した学習内容の充実などによる生徒の進路実現の推進

	政策項目12【徳育】
	●　道徳教育については、その教科化に伴い、「考え議論する」道徳授業の実践に向け、各地域において研修会を開催するほか、道徳の授業改善のための「いわて道徳教育ガイドブック」を活用し、道徳教育の一層の充実を図っています。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、研修会の一部を中止しています。
	●　「読書がとても楽しい」と感じる児童生徒の割合が、小学生に比べ中・高校生がやや低いことから、県内全中学校・高校を対象に本県が独自に作成・配付したブックリストの具体的な活用事例の収集及び紹介等を継続して行うことにより、読書活動の取組を推進しています。
	●　児童生徒が主体的に社会に参画できるよう、地域課題の学習等を通じた主権者教育や、多様な契約、消費者保護の仕組みなどを学習し、社会の発展に寄与する態度を育成する消費者教育に取り組んでいます。
	(１)　自他の生命を大切にし、他者の人権を尊重する心の育成
	(２)　学校・家庭・地域が連携した体験活動の推進などを通じた豊かな心の育成
	(３)　学校における文化芸術教育の推進
	(４)　主権者教育などによる社会に参画する力の育成

	政策項目13【体育】
	●　体力向上を目指して、子どもが１日に合わせて60分以上運動（遊び）やスポーツに親しむために、学校等が家庭・地域と連携して運動習慣形成に向けた環境づくりに取り組んでいます。
	●　体育の授業や放課後・長期休業中の体力向上に係る取組に協力できる地域スポーツ指導者リストや、総合型地域スポーツクラブにおいて実施されるスポーツ教室等の情報を学校等に提供しています。
	●　平成30年６月に「岩手県における部活動の在り方に関する方針」を策定しています。また、令和元年８月に部活動の教育的意義や適切な部活動体制の推進などの内容を追加した改定を行っています。
	●　全ての市町村が「自主的・自発的な参加により行われる部活動」を盛り込んだ方針を策定するよう要請しています。
	●　関係団体や有識者で構成する「中学生スポーツ・文化活動に係る研究会」を設置し、望ましい部活動の在り方を検討しています。
	●　新型コロナウイルス感染症対策として、部活動においては、参加する生徒の健康状態の把握や体調管理の徹底のほか、十分な感染症対策を行い、内容や方法を工夫しながら部活動を実施するよう周知を図っています。
	●　健康教育と健康管理、食に関する指導の充実を図るため、学校保健や食育推進に係る各種研修会を開催し、指導者の資質向上・指導力向上に継続的に取り組んでいます。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、研修内容や回数等を見直した上で、実施しています。
	(１)　豊かなスポーツライフに向けた学校体育の充実
	(２)　適切な部活動体制の推進
	(３)　健康教育の充実

	政策項目14特別支援教育
	●　各学校及び関係機関の支援体制整備や一人ひとりの障がいの状態等に応じ、より適切な指導・支援の実施を目指した、いわて特別支援教育推進プラン（2019～2023）を策定し、取組を推進しています。
	●　校種間や学校と医療機関をつなぐ「引継ぎシート」や「引継ぎシート作成・活用ガイドブック」を周知し、就学時や進学時の円滑な引継ぎに向けた取組を推進しています。
	●　特別支援学校高等部生徒の就労支援のため、特別支援学校と企業との連携協議会を県内８地区に設置するとともに、いわて特別支援学校就労サポーター制度を運営しています。また、生徒の意欲の向上、企業・関係機関の生徒への理解を促進するため、特別支援学校技能認定事業を実施しています。
	●　特別な支援を必要とする児童生徒一人ひとりの教育活動に適切に対応するため、タブレット端末を配備し、研修会等によりその活用を支援するなど、ＩＣＴ機器を活用した指導の充実を図っています。
	●　特別な支援を必要とする子どもが地域で安心して学校生活を過ごすことができるよう、県民向けの公開講座の実施や特別支援教育サポーターの養成に取り組んでいます。
	●　小・中学校等における特別支援学級や通級による指導における担当教員の専門性の一層の向上を図るため、継続的な研修を実施しています。
	(１)　就学前から卒業後までの一貫した支援の充実
	(２)　特別支援教育の多様なニーズへの対応
	(３)　県民と協働した特別支援教育体制づくりの推進
	(４)　教職員の専門性の向上

	政策項目15いじめ問題
	●　いじめ問題に係る研修の充実や、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の着実な実施、関係機関等との連携等を推進しています。
	●　いじめの積極的な認知やいじめが生じた際の迅速な対応を行うため、児童生徒に対する定期的なアンケート調査や個人面談の実施の徹底を図っています。
	●　学校心理士の資格を持つ教育相談コーディネーターを養成するとともに、教員の質を高めるための研修を実施しています。
	●　学校生活に不安や悩みを抱えている児童生徒の状況に応じた専門的見地からの支援を図るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、24時間ＳＯＳダイヤル相談員等を配置するなど、教育相談体制の充実を図っています。
	●　児童生徒が、情報化社会において適切に行動する考え方や態度を身につける指導を行うため、教員研修を実施し、情報モラル教育に取り組んでいます。
	●　新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別の防止について指導しています。
	(１)　いじめ防止対策の推進といじめ事案への適切な対処
	(２)　児童生徒に寄り添った教育相談体制の充実等による、不登校対策の推進
	(３)　児童生徒の健全育成に向けた対策の推進

	政策項目16教育環境の整備・教職員の資質向上
	●　学校安全計画に基づく事故等の未然防止策等が徹底されるよう、教職員への研修等を実施しています。
	●　学校施設の機能・性能の向上を図るため、学校施設の耐震化、冷房設備の設置、トイレの洋式化等に取り組んでいます。
	●　地域社会や産業界等との交流・連携などにより、魅力ある学校づくりに取り組んでいます。
	●　教員採用試験において、広く優秀な人材を募集するため、受験年齢制限を撤廃し、59歳までの受験を可能としました。
	(１)　安心して学べる環境の整備
	(２)　安全で快適な学校施設の整備
	(３)　目標達成型の学校経営の推進
	(４)　魅力ある学校づくりの推進
	(５)　多様な教育ニーズに対応する教育機会の提供
	(６)　教育への情熱と高い志を持つ有為な人材の確保・育成、資質向上

	政策項目17私学教育の充実
	●　私立学校運営費補助等により、各私立学校の建学の精神などに基づく特色ある教育活動や私立専修学校における職業教育の充実への支援を行っています。
	●　私立学校耐震改修事業費補助等により施設の耐震化を促進し、安全安心な教育環境の整備を支援しています。
	(１)　各私立学校の建学の精神などに基づく特色ある教育活動の支援
	(２)　専修学校等での職業教育充実の支援
	(３)　私立学校の耐震化の支援や教育環境の整備促進

	政策項目18地域貢献
	●　県内全ての公立学校において、復興教育を学校経営計画に位置づけ実施しています。また、「いわての復興教育」プログラムに基づく新たな副読本を作成し、副読本の活用対象を高校、特別支援学校高等部まで拡充しています。また、「いわての復興教育」の取組が、新型コロナウイルス感染症対策にも生かされています。
	●　小学校教員の英語指導力向上のための研修、小中高が連携して授業改善を目指す研修、外部検定試験を活用して生徒の意欲を高め、英語力向上のための授業改善を実施しています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、研修会の一部が中止となっています。
	●　ものづくり産業人材の育成・確保・定着については、地域ものづくりネットワーク等と連携した小中高校生から企業人までの各段階に応じた人材育成と、生徒・学生・教員・保護者等への地域企業の理解促進による人材定着・確保の取組を進めています。また、基盤技術の高度化や三次元デジタル技術等の技術革新に対応するため、技術訓練、実技講習等による三次元設計開発人材やソフトウェア融合技術者等の高度技術人材の育成を進めています。
	●　いわてアグリフロンティアスクールは、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度の開催を中止し、その代替措置として令和２年度の応募者及び修了生を対象に遠隔講義等を行い、農業経営者の育成に取り組んでいます。
	●　いわて林業アカデミーを運営し、林業経営体の中核となり得る現場技術者を養成しています。
	●　いわて水産アカデミーを開講し、地域漁業をリードする人材の育成に取り組んでいます。
	●　建設業の将来を担う人材の確保・定着に向けて、いわて建設業みらいフォーラムや人材育成をテーマとする講習会を開催し、建設業の魅力の発信等に取り組んでいます。
	●　建設現場における技術力の向上に向けて、働き方改革や生産性向上等受講者のニーズに応じたテーマによる講習会を実施しています。
	●　建設業の将来を担う人材の育成・確保・定着を促進するため、高校生との協働による橋梁点検等に取り組んでいます。
	●　最新の情報通信技術（ＩＣＴ）を体験できる県民向けフェア、企業や市町村職員等向けセミナーの開催等により、ＩＣＴの普及啓発やＩＣＴ人材の育成に取り組んでいます。
	●　最先端の科学技術等を体験する普及啓発イベントの開催等により、本県の多様な資源と技術を生かした研究開発を担う人材の育成に取り組んでいます。
	●　留学生等の就職を支援するため、企業とのマッチング機会としてキャリアフェアを開催しています。
	●　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により高校生の海外派遣や大学生等の留学支援はやむを得ず中止になりましたが、オンラインでの交流機会の創出に取り組んでいます。
	(１)　「いわての復興教育」の推進
	(２)　郷土に誇りと愛着を持ち、地域に貢献する教育の推進
	(３)　キャリア教育の推進とライフデザイン能力の育成
	(４)　ものづくり産業人材の育成・確保・定着
	(５)　農林水産業の将来を担う人材の育成
	(６)　建設業の将来を担う人材の確保、育成
	(７)　情報通信技術（ＩＣＴ）人材の育成
	(８)　科学技術の理解増進と次代を担う人材の育成
	(９)　岩手と世界をつなぐ人材の育成
	(10)　地域産業の国際化に貢献する人材の育成

	政策項目19文化芸術・スポーツ人材
	●　子どもたちに優れた文化芸術に触れる機会を提供するため、学校等への芸術家派遣等を実施しています。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により、学校における芸術鑑賞が中止や延期となっていますが、主催者や学校と連携を図りながら、新型コロナウイルス感染症予防策を講じ、開催に向けて取り組んでいます。
	●　地域の文化芸術を支える人材を育成するため、公立文化施設関係者等のニーズを踏まえた専門研修を企画・実施しています。
	●　福祉事業所の職員等を対象とした障がい者の文化芸術活動に係る支援のあり方に関する研修会やワークショップ等を開催しています。
	●　本県選手の競技力の維持・向上に向けて、県体育協会に無料職業紹介所「アスリート版ハローワーク」を開設し、成年選手の雇用企業を開拓するとともに、県内就職を希望するアスリートの発掘など、トップアスリートの県内就職に向けた取組を推進しています。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により、全国規模の大会及び中央競技団体による国際大会への派遣が中止されていますが、本県の競技力向上に向けて、県体育協会を通じてアスリートに対する強化練習等に取り組んでいます。
	●　障がい者アスリートの活動を支援するため、強化選手を指定し県外遠征や強化事業などの経費を支援するとともに、パフォーマンス向上につながる競技用具の整備を行っています。
	●　競技別のガイドラインに基づいた新型コロナウイルスの感染症予防策を講じた上で、強化練習や、スポーツ医・科学、情報産業分野の有識者による動作分析や体力測定等データの有効活用に向けた議論を重ね、効果的で効率的なコーチングに取り組んでいます。
	●　国体監督の条件となる競技別指導者資格取得の支援を行うとともに、女性アスリートの指導者を対象としたスポーツ医・科学研修会を開催し、指導者の資質の向上に取り組んでいます。
	(１)　文化芸術活動を担う人材の育成
	(２)　文化芸術活動を支える人材の育成
	(３)　アスリートの競技力の向上
	(４)　障がい者アスリートの競技力の向上
	(５)　スポーツ医・科学サポートを通じた競技力の向上
	(６)　スポーツ活動を支える指導者等の養成

	政策項目20高等教育機関との連携
	●　地域課題解決においては、県内高等教育機関の専門的知識を活用することが重要であることから、高等教育機関や産業界と地域の将来像や具体的な連携・交流の方策について検討し、その実現に向けた取組を推進する体制の構築を進めています。
	また、地域課題の解決に向けた取組の拡大を図るため、県と高等教育機関が連携した取組の状況をまとめたデータベースを構築しました。
	●　地元定着の取組については、企業紹介キャラバンの実施など、高等教育機関や企業等と連携し、大学生への県内企業等の魅力のＰＲに取り組んでいます。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により、集団や対面式で実施する企業説明会や岩手県を中心とした東北地域の大学間連携インターンシップ等の就職イベントが相次いで中止となっていますが、学生の県内就職を支援するため、ＷＥＢによる合同企業説明会の開催や、ＷＥＢによる個別企業説明会等のコーディネートサービスの提供に取り組んでいます。
	●　岩手県立大学の卒業生の県内就職率は、前年度から２ポイント以上増加したものの、首都圏を中心とする県外企業の採用動向等の影響もあり伸び悩んでいますが、同大学が地域課題の解決に向けて自治体、企業等と実施した地域協働研究の中で、その研究成果が実装化され、地域社会で活用されている件数は増えています。同大学では、関係団体や企業と連携し学生と企業の交流会の開催などの取組を行うとともに、大学全体や学部毎で県内就職に関するセミナーを開催するなど、卒業生の地元定着に向けて取り組んでいます。
	●　岩手県立大学では、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月に開催を予定していた令和２年度卒業生向けの学内合同企業説明会を中止しましたが、「ＷＥＢを活用した企業説明会」の実施や、他団体が実施する企業説明会等への参加勧奨に取り組んでいます。
	(１)　高等教育機関との連携による地域課題解決に向けた取組の推進
	(２)　地域をけん引する人材の育成と若者定着の促進
	(３)　岩手県立大学における取組への支援
	【用語解説】
	※ 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）


	政策分野Ⅳ居住環境・コミュニティ
	政策分野Ⅳ居住環境・コミュニティ
	政策項目21生活環境
	●　県産木材を活用するなどの岩手らしさと高い断熱性能を備えた岩手型住宅の普及に取り組んでいます。
	●　空き家の適正管理やリノベーションによる活用事例について、パンフレット等により周知を図っています。
	●　空き家等の適切な管理と利活用の推進を図るため、県内の関係団体、民間企業、行政機関等を構成員とする岩手県空家等対策連絡会議を設置しています。また、会議の構成員とともに空き家等相談窓口となり、空き家等に関する相談に対応しています。
	●　水道事業の経営基盤強化の有効な手段の一つである広域連携を推進するため、「水道広域化推進プラン」の策定に向け検討を進めています。
	●　市町村等による水道施設の耐震化について、市町村等の要望を踏まえ、補助事業により支援しています。
	●　快適で魅力ある道路空間を創出するため、道路の無電柱化等に取り組んでいます。
	●　バリアフリー化について、振興局や関係部局と連携して建築主への趣旨や必要性の周知に取り組むとともに、バリアフリー化率100％の施設に適合証や適合プレートを交付するなど、県民の目に触れる機会を増やすことによる理解の促進に取り組んでいます。
	●　住民主体の景観づくりを推進するため、まちづくりアドバイザーの派遣や小中学生を対象とした景観学習に取り組んでいます。
	(１)　快適に暮らせる良質で環境に配慮した居住環境づくり
	(２)　自然と調和した衛生的で快適な生活環境の保全
	(３)　快適で魅力あるまちづくりの推進

	政策項目22公共交通
	●　広域バス路線や鉄道路線の維持・確保を図るため、国の補助制度を活用するとともに、県においても、運行経費や施設整備などに対する支援を行っています。
	また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている公共交通事業者が持続的な経営を行うことができるよう、感染拡大防止対策や公共交通の安全・安定した運行水準の維持に対する支援を行っています。
	●　地域公共交通の再編やデマンド交通の実証運行など、市町村が行う地域公共交通ネットワークの構築に向けた取組に対する支援を行っています。
	(１)　広域バス路線や鉄道路線の維持・確保
	(２)　地域の実情に応じた効率的な公共交通ネットワークの構築支援
	(３)　地域公共交通の利用促進

	政策項目23地域コミュニティ
	●　地域力の強化に取り組み県内の活動モデルとなる「元気なコミュニティ特選団体」を認証するとともに、
	地域づくりフォーラム・セミナーの開催を通じ、地域活動の担い手の育成を進めています。
	●　地域づくりの新たな担い手である地域おこし協力隊等の起業に向けたセミナーを実施し、将来の地元定着に向けた取組を行っていくとともに、スキルアップやネットワークづくりの支援等を実施しています。
	●　県内外から「いわて復興応援隊」を受け入れ、被災地の復興や地域の活性化等に取り組んでいます。
	●　地域コミュニティにおける防災体制の強化を図るため、地域防災サポーターの派遣による自主防災組織の活動支援などに取り組んでいます。
	(１)　持続可能な地域コミュニティづくり
	(２)　地域コミュニティ活動を支える人材の育成
	(３)　地域コミュニティを基盤とした防災体制づくり

	政策項目24移住・定住を促進
	●　ホームページやＳＮＳ、情報誌等を活用した訴求力の高い情報発信や、首都圏に設置している移住と就職の一元的な相談窓口の強化、県独自の移住相談会の実施などに取り組んでいます。
	●　「岩手Ｕ・Ｉターンクラブ」加盟大学などと連携した就職相談やインターンシップの実施、農林水産業など各分野の人材確保の取組と連携したＵ・Ｉターン希望者への情報発信に取り組むとともに、岩手版ワーキングホリデーや移住体験ツアーの実施などを通じて岩手の仕事や暮らしの魅力を実感してもらう取組を行っています。
	●　相談から移住・定住までの切れ目ない支援を行えるよう、県の首都圏相談窓口で受けた相談を各市町村の「岩手県移住コーディネーター」にダイレクトにつなぐ体制を構築するなど、市町村や関係団体と連携して、地域で移住者を受け入れ、定住を促進するためのサポート体制を整備し、「オールいわて」での移住定住推進体制整備に取り組んでいます。
	●　市町村や関係団体と連携しながら、首都圏での移住相談会や移住体験ツアー等の開催、ホームページでの情報発信など、岩手での仕事や暮らしの魅力の発信に取り組んでいます。
	●　ふるさと回帰支援センター（東京都）へ移住相談員及びキャリアカウンセラーを配置し、市町村や関係団体と連携して、本県への移住に関する各種情報提供や移住相談等の充実に取り組んでいます。
	●　移住者との交流を図るなどの移住・定住促進の取組を行うNPO・地域団体等への支援や空き家バンクを活用した市町村事業への支援を通じて、移住者の受入環境の整備等の充実に取り組んでいます。
	●　市町村と連携し、「複業」を通じて本県とつながりを持ち、地域に貢献したいと考えている首都圏の人材と、人材不足に直面している企業等とのマッチングを図り、関係人口の創出に取り組んでいます。
	(１)　岩手ファンの拡大とＵ・Ｉターンの促進
	(２)　安心して移住し、活躍できる環境の整備

	政策項目25外国人も住みやすい地域づくり
	●　国際交流センターや新たに設置した「いわて外国人県民相談・支援センター」において、多言語での情報発信や外国人相談体制の充実に取り組んでいます。
	●　県内４広域圏で市町村や市町村国際交流協会、県民を対象とした研修会等を開催し、地域における国際化や多文化共生の取組を推進しています。
	●  海外県人会の活動支援をはじめ高校生の海外派遣や青少年の相互交流のほか、母国に帰国する留学生や国際交流員等をいわて親善大使として委嘱し、海外とのネットワーク強化に取り組んでいます。
	(１)　外国人県民等が暮らしやすい環境づくり
	(２)　海外との交流の促進

	政策項目26文化スポーツによる人的経済的交流の拡大
	●　文化芸術を生かした国内外の交流を推進するため、「いわての文化情報大事典」ホームページの多言語化やＳＮＳの情報発信強化などにより、「新しい生活様式」に対応しながら広く県内外に民俗芸能等をはじめとした本県の文化芸術の魅力を発信しています。
	●　岩手芸術祭や「岩手芸術祭総合フェスティバル」に取り組むほか、文化芸術コーディネーター等との連携による地域の文化芸術団体等の活動支援を進めています。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により、多くのスポーツ大会・合宿・イベントが延期・中止されていますが、感染状況を踏まえながら、官民一体の連携組織である、いわてスポーツコミッションを中心に様々なスポーツ大会・合宿等の誘致に取組を進めています。
	●　県内トップ・プロスポーツチームと県民との一体感の醸成による地域活性化を図るため、各チームと連携し、スポーツ教室やイベント等の取組を進めています。
	●　スポーツを生かした国内外の交流を促進するため、ラグビーワールドカップ2019岩手・釜石開催の経験や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でのホストタウン交流等による取組を生かし、スポーツツーリズムの拡充などに取り組んでいます。
	●　ラグビーワールドカップ2019岩手・釜石開催のレガシーを生かし、釜石市や関係団体と連携しながら、「ラグビー県いわて」の定着に向け、「いわて・かまいしラグビーメモリアルイベント」を、新型コロナウイルス感染症予防策を講じた上で実施しました。
	(１)　文化芸術を生かした人的・経済的な交流の推進
	(２)　スポーツを生かした人的・経済的な交流の推進


	政策分野Ⅴ安全
	政策分野Ⅴ安全
	政策項目27防災体制
	●　県民への正しい防災知識の普及と防災意識の向上を図るため、マスコミ媒体を活用した広報の実施や防災指導車の活用による防災知識の啓発などに取り組んでいます。
	●　地域コミュニティにおける防災体制の強化を図るため、地域防災サポーターの派遣による自主防災組織の活動支援などに取り組んでいます。
	●　地域防災力の中核となる消防団の団員数の確保・加入促進を図るため、特定の活動のみを行う機能別団員制度の導入を促進しています。
	●　市町村の避難勧告等発令を支援するため、市町村職員向けの研修や、必要に応じて「岩手県風水害対策支援チーム」により市町村に対し風水害対策に関する助言を行うなど、市町村の防災対策を支援しています。
	●　要配慮者利用施設の避難確保計画の策定を支援するため、市町村や関係機関と連携し、講習会を実施するなどの取組を進めています。
	●　市町村による避難行動要支援者の個別計画策定を支援するため、市町村の福祉及び防災担当職員等を対象とした会議や研修会を開催し、策定を働きかけています。
	(１)　県民への正しい防災知識の普及と防災意識の向上（自助）
	(２)　地域コミュニティにおける防災体制の強化（共助）
	(３)　実効的な防災・減災体制の整備（公助）

	政策項目28安心・安全
	●　特殊詐欺被害の防止のため、県担当部局と連携した高齢者を対象としたチラシ配布による啓発活動や、被害防止広報センターからの電話による注意喚起、関係機関と連携した水際対策などを展開しています。
	●　無施錠による被害防止を推進するため、鍵かけモデル地区や自転車盗難防止鍵かけモデル校の指定による鍵かけ意識の醸成や、関係機関と連携した広報啓発活動を展開しています。
	●　県民の防犯意識の高揚や地域における防犯活動の促進のため、季節地域安全運動期間における重点的な広報啓発や地域の防犯ボランティアリーダーを育てる研修等を行っています。
	●　保護観察所等の専門機関や刑事司法、福祉等の関係機関・団体等で構成する岩手県再犯防止推進連絡協議会等において、再犯防止に向けて連携して取り組むとともに、岩手県地域生活定着支援センターにおいて、罪を犯した者に対する社会復帰支援に取り組んでいます。
	●　犯罪被害者等支援については、県民の被害者支援に対する理解の醸成を図るため、高校生等を対象とした被害者遺族等による「いのちの尊さ、大切さ教室」を実施しています。
	●　性犯罪被害者に対する支援の円滑な実施と県民への制度の普及のため、県内の各種学校、県・市町村庁舎、駅、高速道路パーキングの施設、県内薬局等に対し、「はまなすサポート」の広報啓発物品を配布・配架しています。
	●　刑法犯少年の数を減少させるため、大学生ボランティア「少年サポート隊」による勉学支援及び各種体験活動や、警察職員が直筆の手紙を送り社会との絆を実感させる「愛のレター」等による、問題を抱えた少年に対する立ち直り支援活動、非行防止教室等による社会気運の向上活動などを実施しています。
	●　少年が犯罪に巻き込まれないため、学校やボランティアと連携した犯罪被害防止教室など、少年の犯罪被害防止に向けた広報、啓発活動を強化しています。
	●　支援関係者への研修会による相談対応能力の向上や、一般県民向けＤＶ防止基礎セミナーの開催、県警音楽隊によるミニコンサート及びパネル展を通じた教育・啓発に努め、配偶者等からの暴力防止対策に取り組んでいます。
	●　交通事故防止対策の推進のため、正しい交通ルールを守る県民運動、春・秋の全国交通安全運動等と連動した広報啓発活動を実施しています。
	●　交通事故死傷者数を減少させるため、コンビニエンスストア等でパトカーが警戒する目立つ街頭活動や運転者の歩行者保護意識の醸成を図る「横断歩道チェック・ストップ運動」、子どもと高齢者に対する体験型安全教育を推進しています。
	●　高齢ドライバーによる交通事故発生件数を減少させるため、危険予測と事故回避能力向上に効果的な動画ＫＹＴ（危険予測トレーニング）による安全教育、加齢に伴う身体機能の変化と安全行動の確認に効果的なドライブレコーダーによる安全指導を実施しています。
	●　セミナー等を通じた消費生活情報の提供や消費者教育に取り組んでいます。
	また、消費者トラブルの早期解決のため、弁護士無料相談など相談機能の充実に取り組んでいます。
	●　機能・利便性が向上する交番・駐在所の整備については、令和元年度は３箇所の建築設計を完了し、令和２年度中の工事完了を予定しています。
	(１)　地域ぐるみでの防犯意識の高揚に向けた取組の推進
	Ａ
	57.7
	(２)　犯罪被害者を支える社会づくりの推進
	(３)　少年の非行防止と保護対策の推進
	(４)　配偶者等に対する暴力の根絶
	(５)　交通事故抑止対策の推進
	(６)　消費者施策の推進
	(７)　治安基盤の強化

	政策項目29食の安全・安心
	●　県民の食品の安全性の理解促進と安心感の醸成のため、リスクコミュニケーションを実施しています。
	●　食品関係事業者のＨＡＣＣＰ導入支援のため、講習会を開催しています。
	●　食の安全安心の確保のため、県内に流通する食品の残留農薬、放射性物質等について収去検査を実施しています。
	●　乳幼児期の食育の重要性を伝えるため、食育普及啓発キャラバンを実施しています。
	●　食品に対する信頼の向上と魅力ある岩手の食を提供する調理師の資質向上等を図るため、食のおもてなし県民大会を開催しています。
	●　食育の重要性について県民理解の更なる促進を図るとともに、県民運動としての食育を広く展開していくため、令和３年度に本県を会場として「第16回食育推進全国大会」を開催することとしており、実行委員会を設置し開催に向けた準備を進めています。
	(１)　食の信頼向上の推進
	(２)　地域に根ざした食育と食を楽しむ環境づくりの推進

	政策項目30感染症
	●　新型インフルエンザなどの感染症対策の推進などに取り組んでいます。
	●　ウイルス性肝炎の予防と早期発見に向け、肝炎に関する正しい知識の普及啓発などに取り組んでいます。
	●　危機事案発生に備え、家畜防疫作業支援班班員及び班長を対象とした研修を実施しています。
	●　農場への病原体の侵入を未然に防ぐため、定期的な全戸巡回により飼養衛生管理の実施状況を確認しています。
	(１)　感染症の発生やまん延を防止する対策の推進
	(２)　家畜衛生対策の推進と危機事案発生時の体制強化


	政策分野Ⅵ仕事・収入
	政策分野Ⅵ仕事・収入
	政策項目31新しい働き方環境
	●　「いわてで働こう推進協議会」を中心に、県内就業に向けた意識改革に取り組むとともに、若手社員の定着促進のための県内企業の採用力強化、若者の県内就職、人材育成の好循環を作るなど、県内就業の促進に取り組んでいます。
	●　小中学生向けの企業見学会や職業観を醸成する出前授業に加え、高校生の保護者への企業説明会等、県内の産業・企業に関する情報発信を広く展開し、就職に関する地元ファースト、岩手ファーストといった意識改革に取り組んでいます。
	●　若者の早期離職の防止のため、高校生と県内若手社員との交流会や経営者等への若手社員の育成スキル向上のためのセミナーなど、仕事に関する若者の認識と企業での業務内容のミスマッチを解消する取組を進めています。
	●　Ｕ・Ｉターン就職の一層の促進に向け、「岩手Ｕ・Ｉターンクラブ」加盟大学との連携による学生への企業情報の発信や相談対応の実施、岩手版ワーキングホリデーや移住体験ツアー等の実施、就職情報マッチングサイトを開設し県内企業の情報を効果的に発信し、本県へのＵ・Ｉターン就職や移住・定住を促進しています。
	●　企業ニーズ等を踏まえた在職者向けの職業訓練や女性に配慮した託児サービス付職業訓練、障がい者の態様に応じた多様な職業訓練の実施など、在職者の技能向上や離職者等の再就職、障がい者の就業を支援しています。
	●　県立職業能力開発施設において、将来の本県産業を担う人材を育成するとともに、雇用情勢や産業政策、企業ニーズを踏まえた職業訓練等の就業支援を実施しています。
	●　就業支援員による高校生の就業支援のほか、ジョブカフェいわて等を拠点として、キャリアカウンセリングや研修等により若者や女性の就職活動から職場定着まで一貫して支援しています。
	●　岩手労働局と連携し、非正規労働者の正社員転換・待遇改善について、施策の周知を行うとともに、経済団体への要請活動を行うとともに、労働契約法の改正に伴う「無期転換ルール」の適正な運用を促しています。
	●　県が発注する工事請負契約、業務委託契約等について、「県が締結する契約に関する条例」に基づき、受注者の法令遵守や適正な労働条件の確保を図るための取組を促進しています。
	●　「いわて働き方改革推進運動」を展開し、働き方改革を進める上で必要となる時間管理等をテーマとした研修会や勉強会の開催などにより、働きやすい職場づくりを推進するとともに、県内企業における働き方改革の優れた取組事例を表彰する「いわて働き方改革アワード」を実施し、県内企業における計画的・自律的な働き方改革の取組を促進しています。
	●　いわて働き方改革サポートデスクを設置し、企業等からの相談にきめ細かく対応するとともに、補助金等により、県内各企業等における計画的・自律的な働き方改革の取組を支援しています。
	●　働き盛り世代を対象とした生活習慣改善に向けて、健康経営に取り組む事業所の認定及び優良事業所の表彰を行うなど、健康経営の推進に取り組んでいます。
	●　子育てにやさしい職場環境づくりを推進するため、インセンティブの拡大や企業への個別訪問など、いわて子育てにやさしい企業等認証の認証数の拡大に取り組んでいます。
	●　令和元年度に岩手県障がい者自立支援協議会就労支援部会と地域自立支援協議会との意見交換会を開催し、各地域での就労支援の取組等の情報共有を行うなど、市町村等の取組を支援しています。
	●　障がい福祉サービス事業所と農林水産業者との調整を行うコーディネーターを配置し、両者のマッチング支援を実施するなど、農福連携に向けた支援に取り組んでいます。
	(１)　県内就業の促進及びＵ・Ｉターンによる人材確保の推進
	(２)　女性・若者・障がい者などへの職業能力開発の支援
	(３)　安定的な雇用の促進
	(４)　雇用・労働環境の整備の促進
	(５)　子育てと仕事の両立を図る家庭への支援
	(６)　障がいなどに応じた多様な就労の場の確保や、就労に向けた支援

	政策項目32中小企業の振興
	●　中小企業者が行う経営力の強化や生産性の向上、新たな事業活動などの取組の促進のため、中小企業者が、新商品・サービスの開発や新たな生産・販売方式の導入等の新事業活動に取り組む場合に、商工指導団体等と連携して「経営革新計画」の策定を支援しています。
	●　商業者や商店街に専門家や街づくりアドバイザーを派遣し、個店の経営力の向上や商店街活性化の取組を支援しています。
	●　仮設店舗等の本設移行を図るため、グループ補助金等による助成を行っています。
	●　中小企業者の円滑な資金繰りを確保するため、事業活動に応じて、制度融資・設備貸与等の各種金融支援を行っています。
	●　地域の社会資本の維持管理の担い手である建設企業が存続していくため、企業の経営改善に向けた支援に取り組んでいます。
	●　建設現場の生産性向上を図るため、ＩＣＴ活用工事の試行やＩＣＴ現場見学会・技術講習会の開催等に取り組んでいます。
	(１)　中小企業者が行う経営力の強化や生産性の向上、新たな事業活動などの取組の促進
	(２)　商工指導団体や金融機関などの支援機関連携による事業承継の円滑化に向けた取組の促進
	(３)　若者をはじめとする起業者や後継者の育成による経営人材の確保
	(４)　企業のライフステージに対応した切れ目のない金融支援
	(５)　市町村や商店街をはじめとする多様な主体の連携によるまちのにぎわい創出
	(６)　建設業における労働環境の整備、技術力・生産性の向上、経営基盤の強化

	政策項目33国際競争力
	●　自動車関連産業については、「岩手県自動車関連産業新ビジョン」を策定し、技術展示商談会や工程改善研修会の開催、人材育成の支援などを通じて、県内における一層の産業集積を図るとともに、岩手の優れたクルマづくり技術のグローバル展開を促進しています。
	●　半導体関連産業については、発注企業と受注企業のマッチング、取引支援や異業種産業等との連携交流、展示会出展、人材育成などの取組を支援し、中核産業としての成長力を高める取組を進めています。
	●　新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、中小ものづくり企業の競争力強化などを支援しています。
	●　地域クラスターの拡大促進については、中核的企業と県内中小企業をサプライヤーチェーンでつなげるためのコーディネート支援や外部資金を活用した新製品開発等、クラスター形成への取組を進めています。
	●　新産業創出については、県内企業の医療機器関連産業における取引拡大に向け、医療機器関連展示会への出展支援や試作開発補助等の取組を進めています。
	●　「ものづくり革新」への対応については、県内ものづくり企業の生産性や技術力の向上、高付加価値化に向け、ＩｏＴやＡＩ等の第４次産業革命技術の普及啓発や技術導入に係る伴走型支援、次世代ものづくり技術者の育成等の取組を進めています。
	●　地域産業の拠点化・高度化の推進については、主に県南地域において、自動車・半導体関連産業を中心とする新規立地や既立地企業の増設が進んでおり、さらに、国の「地方拠点化税制」による本社機能の移転を推進するなど、取組を強化していきます。また、県北地域においては、中小企業を対象とした設備導入補助や補助要件等を拡充した企業立地補助を活用し、地域の産業競争力を高めながら誘致活動を進めています。
	●　多様なものづくり風土の醸成については、「ファブテラスいわて」の運営、「メイカー塾」や「ファブホリデイ」の実施により、ものづくりが身近になる機会の創出に取り組んでいます。
	(１)　産業の一層の集積と高度化を通じた、ものづくりのグローバル拠点化の推進
	(２)　地域経済に好循環をもたらす地域クラスターの拡大促進
	(３)　企業間・産学官連携を通じた関連技術の開発などによる新産業の創出
	(４)　企業の生産性や付加価値の向上に向けた「ものづくり革新」への対応
	(５)　企業誘致等による地域産業の拠点化・高度化の推進
	(６)　多様なものづくりの風土の醸成

	政策項目34地域資源
	●　本県食産業振興における産学官金の協働体制である「ＦＣＰ岩手ブランチ」等の活動を通じて事業者間連携を促進するとともに、専門家派遣や県内外での商談会のほか、水産加工業者を対象とする相談会等を通じて、売れる商品づくりから販売促進までの総合的な支援に取り組んでいます。
	●　水産加工業の復興支援に向けて、県（産業創造アドバイザー）、岩手県産㈱、（地独）岩手県工業技術センターの３者共同による「三陸復興商品力向上プロジェクト」を展開し、売れる商品づくりから販売促進までの重点的な支援に加え、高付加価値化や工程改善による生産性向上等の支援に取り組んでいます。
	●　消費者のライフスタイルに対応した伝統工芸品の魅力を提供する展示販売会の開催や県外のアンテナショップでの県産品販売会に取り組むとともに、物産展については、これまで開催してきた首都圏及び関西圏に加え、新たに中京圏で開催し、新規需要の開拓や購買層の拡大に取り組んでいます。
	●　伝統工芸産業、漆産業、アパレル産業の経営力向上を支援するため、岩手県伝統工芸産業アドバイザーによる個別訪問指導、漆文化の魅力を発信するイベントや漆器の展示販売会等の開催、（学）文化学園と連携した縫製事業者の経営・技術指導等に取り組んでいます。
	●　東アジア地域等での現地商談会に加え、関係支援機関のプラットフォーム組織である「いわて海外展開コンソーシアム」や本県海外事務所と連携を図りながら、海外展開を志す県内中小企業の支援に取り組んでいます。
	(１)　食産業の新たな事業活動の取組や販路開拓への支援
	(２)　水産加工業の商品力向上や販路開拓、生産性向上への支援
	(３)　伝統工芸産業、漆産業、アパレル産業の経営力向上への支援
	(４)　県産品の販路の拡大への支援
	(５)　県内事業者の海外展開への支援

	政策項目35観光産業
	●　地域資源を生かした魅力的な観光地づくりや、観光消費の拡大を図るため、２つの世界遺産や食などを組み合わせた高付加価値型の旅行商品造成支援を行うとともに、三陸ＤＭＯセンターと連携して、沿岸地域での観光コンテンツの新規開発や質の高い旅行商品の造成に向けた人材育成に取り組んでいます。
	●　訪日外国人観光客の誘致拡大に向け、東北６県、東北観光推進機構、民間事業者等と連携して、本県の魅力ある観光資源の情報発信や、海外の旅行会社等に対する旅行商品の造成・販売拡大の働きかけを行うとともに、宿泊施設等に対する無料公衆無線ＬＡＮなどの受入態勢の整備促進に取り組んでいます。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少した航空需要の回復に向けて、ガイドラインに基づく航空会社等の感染防止への取組を空港等で紹介するとともに、国内線就航先の旅行会社に対し、旅行商品造成支援の拡充に係る取組を実施しています。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により運休している台北線及び上海線の早期の運航再開が実現するよう、航空会社等へのトップセールスなどによる働きかけを強化するとともに、運航再開後の利用促進プロモーション等に向けた取組を進めています。
	(１)　「観光で稼ぐ」地域づくりの推進
	(２)　質の高い旅行商品の開発・売込み
	(３)　外国人観光客の誘客拡大
	(４)　売れる観光地をつくる体制の整備促進
	(５)　いわて花巻空港を核とした交流人口の拡大

	政策項目36農林水産業の振興
	●　県内全ての市町村で作成された「地域農業マスタープラン」のうち、実質化していないと判断されたプランについては、実質化に向けて、市町村単位に関係機関・団体による推進チームを組織し、実質化の取組を推進しています。また、実質化していると判断されたプランについては、プランの実現に向け、地域の中心経営体等への農地集積の促進、担い手の経営力向上の取組を支援しています。
	●　市町村や農業協同組合など関係機関・団体等と連携した経営指導・支援により、リーディング経営体の育成に取り組んでいます。いわてアグリフロンティアスクールは、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度の開催を中止し、その代替措置として令和２年度の応募者及び修了生を対象に遠隔講義等を行い、農業経営者の育成に取り組んでいます。
	●　関係機関と連携し、就農相談会の開催や就農支援情報の提供を行っています。
	●　地域主体の新規就農者確保・育成対策を一層進めるため、「新規就農者確保・育成アクションプラン」に基づいた支援活動を地域ごとに進めています。
	●　県北農業研究所において、県立農業大学校の研修を受講できるサテライト研修等を実施し、新規就農者等の育成に取り組んでいます。
	●　林業経営体の経営能力と林業従事者の作業能力の向上を図るため、経営セミナーの開催や、作業現場に応じた効率的な作業方法の普及等に取り組んでいます。
	●　いわて林業アカデミーを運営し、林業経営体の中核となり得る現場技術者を養成しています。
	●　中核的漁業経営体の育成や新規漁業就業者の確保・育成を図るため、漁業協同組合が策定した地域再生営漁計画に基づく、漁場の適正利用や生産規模の拡大、生産物の付加価値向上などの取組を支援しています。
	●　地域漁業をリードする人材を育成するため、いわて水産アカデミーを開講し、漁業に必要な知識や先端技術の習得支援に取り組んでいます。
	●　女性農林漁業者の経営参画を進めるため、「家族経営協定」の締結の促進と女性農林漁業者のグループ活動の支援に取り組んでいます。
	(１)　地域農林水産業の核となる経営体の育成
	(２)　農林水産業の次代を担う意欲ある新規就業者の確保・育成
	(３)　女性農林漁業者の活躍促進

	政策項目37食料・木材供給基地
	●　高品質、良食味米産地としての地位を確立するため、品種毎の栽培適地で作付推進を図るとともに、県産米の評価向上などに取り組んでいます。
	●　農業経営体の所得向上のため、稲作の生産コスト低減に向けた農地利用集積による経営規模の拡大や直播栽培の導入などの取組を進めています。
	●　野菜の新たな産地形成に向けて、大規模栽培に対応した高性能機械の導入や施設の団地的な整備を支援するとともに、事業を導入したモデル経営体に対して関係機関・団体で構成される「集中支援チーム」が計画の達成に向けた経営管理や栽培技術等の指導に取り組んでいます。
	●　畜産については、飼養規模の拡大に向けて、畜舎、機械等の整備・導入を支援しているほか、生産性の向上を図るため、生産技術の指導や公共牧場におけるキャトルセンターの整備、放牧牛管理に係る情報通信技術（ＩＣＴ）の導入などに取り組んでいます。
	●　原木しいたけの生産拡大を図るため、生産性の向上に必要な施設や資材の導入を支援しているほか、安定的なしいたけ原木の確保に取り組んでいます。
	●　合板工場や木質バイオマス発電施設での高まる木材需要に対応するため、高性能林業機械の導入等による素材生産体制の強化を支援するなど、県産木材の安定供給体制の構築に向けて取り組んでいます。
	●　養殖ワカメの生産量回復のため、生産者や漁場ごとの生産性の評価や改善指導、漁業協同組合の自営養殖等による漁場の有効利用、漁業者と企業との連携による新たな生産体制の構築に取り組んでいます。
	●　環境制御技術など革新的技術の普及・拡大を図るため、次世代型施設園芸モデル拠点や中山間地域の土地利用型野菜輪作体系における技術実証に取り組んでいます。また、北いわて地域において、農業経営者と産学官の連携体制を構築するとともに、県北農業研究所に高精度な位置情報を得られる基地局等の整備を進めています。
	●　森林情報の効率的な把握のため、航空レーザやドローン等による森林資源解析と解析精度の実証等に取り組んでいます。
	●　漁業・養殖業の生産量の回復に向けて、サケ・アワビ等の種苗放流の支援やワカメ人工種苗等の新たな養殖生産技術の開発・普及に取り組んでいます。
	●　海面魚類養殖の事業化に向けて、漁業協同組合等が行うサケ・マス類の養殖に係る実証試験を支援しています。
	●　農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組を推進するため、農業協同組合等の関係機関・団体と連携し、ＧＡＰ指導者の育成と指導スキルの向上に取り組むとともに、認証を取得した先進経営体をモデルとした取組手順や改善事例を研修会等で活用することにより、他の農業者の取組を支援しています。
	●　市町村ごとの高度な水産物供給体制の構築に向けて、漁獲から流通、加工まで一貫した衛生・品質管理を行う高度衛生品質管理地域づくりなどを進めています。
	●　農業水利施設や漁港施設の長寿命化を図るため、施設の機能診断や保全対策工事などに取り組んでいます。
	●　持続的な森林経営を促進するため、森林経営計画等の策定を進め、造林や間伐等の森林整備を支援しています。
	●　森林整備や木材生産の効率性を高めるため、林道など路網の計画的な整備に取り組んでいます。
	●　野生鳥獣による農作物の被害を減少させるため、ニホンジカの年間１万頭以上の捕獲等に取り組んでいます。
	●　松くい虫被害の拡大を防ぐため、被害先端地域における監視の強化や徹底防除と併せ、被害まん延地域における重点的な防除や樹種転換に取り組んでいます。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により、牛枝肉価格や子牛価格が下落したことから、肥育素牛の導入支援など、肉用牛肥育農家の経営安定対策などに取り組んでいます。
	(１)　生産性・市場性の高い産地づくりの推進
	(２)　革新的な技術の開発と導入促進
	(３)　安全・安心な産地づくりの推進
	(４)　生産基盤の着実な整備
	(５)　鳥獣被害や松くい虫・ナラ枯れ被害の防止対策の推進

	政策項目38農林水産物の付加価値
	●　６次産業化を推進するため、「食のプロフェッショナルチーム」アドバイザーによる商品開発等に関する指導や、「いわて６次産業化支援センター」による事業計画策定等に関するサポート活動など、生産者による取組を支援しています。
	●　県産農林水産物の販路開拓やブランド化を推進するため、関係機関・団体等と連携し、県産食材のＰＲや国内外におけるフェアの開催、販売促進キャンペーン等の取組を支援しています。
	●　非住宅分野での県産木材の利用を進めるため、木材製品の展示会への出展を支援しているほか、県内林業関係団体と連携し、文化財の修復用に高品質な県産アカマツを供給するなど、県産木材の新たな需要の創出や販路の拡大に取り組んでいます。
	●　水産物の「三陸ブランド」の確立を図るため、衛生品質管理の高度化や商談会等でのマッチングに取り組んでいます。
	●　海外への販路の拡大を支援するため、輸出コーディネーター等の人的ネットワークの活用や、相手国のニーズに沿った品目の販売促進活動などに取り組んでいます。
	●　農林水産物の域内消費の拡大を図るため、市町村の地産地消促進計画に基づく取組を支援し、産直による学校給食や医療・福祉施設等への食材供給など地元食材の利用拡大を進めるとともに、地域の特色ある「食」を多様な歴史や文化等とともに情報発信する取組を進めています。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により需要が減少している牛肉等の農林水産物について、県内の量販店等と連携しながら、消費拡大に向けたフェア等を開催しているほか、県内の小中学校等の学校給食に無償提供する取組等を進めています。
	●　新型コロナウイルス感染症の影響により木材需要が減少したことにより、県内の木材製品の情報を発信するパンフレットを製作するほか、県産木材製品を放課後児童クラブや森林レクリエーション施設等に配布するなど、木材需要の喚起に率先して取り組んでいます。
	(１)　県産農林水産物の高付加価値化と販路の開拓・拡大の推進
	(２)　県産農林水産物の評価・信頼の向上
	(３)　戦略的な県産農林水産物の輸出促進と外国人観光客等への対応
	(４)　生産者と消費者の結び付きを深め、地域経済の好循環を創出する取組の推進

	政策項目39農山漁村の活性化
	●　農山漁村の活性化に向けて、農村環境を保全する地域共同活動や、農業水利施設、農道の長寿命化などに取り組んでいます。
	●　グリーン・ツーリズム等の都市と地域住民の交流促進による魅力あふれる農山漁村づくりに向けて、受入農林漁家の体験指導技術の向上や、受入れの拡大に向けた地域間連携に取り組んでいます。
	●　ため池等の農業水利施設の災害の未然防止に向けて、老朽化した農業水利施設の補修等の対策に加え、ハザードマップの作成支援等に取り組んでいます。
	●　山地災害の未然防止に向けて、山地災害危険地区の調査や計画的な治山施設の整備に加え、既存施設の機能強化・補修等の長寿命化対策に取り組んでいます。
	●　東日本大震災津波により被災した防潮堤等の復旧・整備や、地震・津波などの自然災害に備え、防波堤・岸壁等の機能強化に取り組んでいます。
	●　グリーン・ツーリズム受入地域の新型コロナウイルス感染症対策を強化するため、衛生環境・受入環境の整備、安全で安心な新規体験メニューの開発、情報発信対策に取り組んでいます。
	(１)　農山漁村を支える人材の育成と地域活動等の支援
	(２)　魅力あふれる農山漁村づくりの推進
	(３)　自然災害に強い農山漁村づくりの推進


	政策分野Ⅶ歴史・文化
	政策項目40世界遺産
	●　「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録に向けて、アジアの事例と比較検討するための国際研究会を開催しました。
	●　世界遺産の理解を深めてもらうための児童・生徒への世界遺産授業や教員向け研修会を実施しています。
	●　「平泉の文化遺産」の世界遺産としての顕著な普遍的価値を維持していくため、計画されている事業等によって受ける影響を評価する「遺産影響評価」の指標を作成しました。
	●　世界遺産等の学術研究等に関する情報を発信するため、フォーラム等を開催しています。
	●　世界遺産に関連する文化遺産のネットワーク構築による情報発信などを実施しています。
	●　国立大学法人岩手大学と県とは、平泉に係る共同研究を推進するための協定を締結し、世界遺産に関する研究に取り組んでいます。
	●　「平泉の文化遺産」を総合的に情報発信、紹介するためのガイダンス施設の整備を進めています。
	(１)　世界遺産の新規・拡張登録の推進
	(２)　世界遺産の理解の増進による遺産の適切な保存管理・活用の推進
	(３)　世界遺産の持つ新たな魅力の発信
	(４)　世界遺産を活用した地域間交流の推進

	政策項目41民俗芸能の継承
	●　本県の民俗芸能の一大祭典である「岩手県民俗芸能フェスティバル」を開催し、世代間・地域間交流や若い世代への伝承に重点を置いた開催に取り組んでいます。
	●　「岩手県民俗芸能フェスティバル」の開催に当たり、「新しい生活様式」に対応したデジタル技術を活用し、オンラインによる若者の交流に取り組みます。
	●　新たな「食の匠」の認定に向け、地域で郷土料理伝承会等を開催し候補者の確保・育成を進めています。また、動画等を活用し、「食の匠」の技術や食文化の保存と情報発信に取り組んでいます。
	●　リニューアルした「いわての文化情報大事典」ホームページの活用促進のため、YouTubeをはじめとしたＳＮＳの充実を図るほか、ＱＲコードなども活用しながら、各種会議等の機会を捉えてホームページの紹介をするなど、その認知度向上に向けた取組を行っています。
	●　岩手県文化財保存活用大綱の策定に向けて、市町村等の意見を踏まえながら、文化財の総合的な保存活用の方向性について検討を進めています。
	(１)　民俗芸能の公演発表などによる、伝統文化への理解促進と情報発信
	(２)　民俗芸能など伝統文化を生かした交流の推進
	(３)　様々な文化財などを活用した歴史への理解促進と情報発信
	(４)　様々な文化財などを活用した交流の推進


	政策分野Ⅷ自然環境
	政策項目42環境保全
	●　イヌワシへの給餌等希少野生動植物の保護に取り組むとともに、特定鳥獣管理計画に基づくシカ捕獲事業を実施するなど、野生動植物との共生に取り組んでいます。
	●　県内の大学生や市町村等にグリーンボランティア制度の周知を図り、人材の掘り起こしに取り組んでいます。
	●　三陸ジオパークの取組と連携し、北山崎、鵜の巣、浄土ヶ浜などの案内標識を多言語表記し、受入環境の整備を行っています。
	●　地域住民等との協働による活力ある農山漁村づくりに向け、農地や森林等を保全する地域共同活動の促進に取り組んでいます。
	●　本県の良好な大気を守るため、大気汚染物質の状況を常時監視するとともに、ばい煙発生施設等発生源の監視指導を行っています。
	●　本県の良好な水環境を守るため、公共用水域の水質の状況を常時監視するとともに、事業場等排水発生源の監視指導を行っています。
	●　化学物質等による環境負荷の低減を図るため、排出事業者が周辺住民等に対し、環境に配慮した取組を説明し、意見交換する「環境コミュニケーション」の普及、導入支援を実施しています。
	●　河川に棲む生物を観察することにより、身近な河川の水質の状況を認識するとともに、調査活動を通じて、本県の環境保全意識の涵養・育成に取り組んでいます。
	●　水環境の保全・水資源の確保に関する地域の環境保全活動の表彰や情報発信等を実施するとともに、海岸漂着物対策活動の実施に関する意向調査を実施しています。
	●　いわての森林づくり県民税を活用し、管理の行き届かない森林の計画的な整備に取り組んでいます。
	●　旧松尾鉱山から排出される坑廃水による北上川の水質汚濁を防止するため、新中和処理施設において坑廃水処理を実施するとともに、施設の耐震補強工事を実施しています。
	●　環境学習の拠点施設である環境学習交流センターにより、環境学習講座等による環境学習の支援や、環境アドバイザーの派遣等による環境保全活動の支援を実施するとともに、環境をテーマとした講座である「いわて環境塾」を実施することにより、地域で活躍する環境人材の育成に取り組んでいます。
	●　住民等への普及啓発を推進し、ジオパークを活用した地域振興を図るため、三陸ジオパーク推進協議会などの関係機関と連携して、ジオパーク学習会等の開催を促進しています。また、ジオパークの理念や分かりやすいジオストーリー等を盛り込んだガイドブックを作成し、ジオパーク学習会等で活用しています。
	●　国内外との交流人口の拡大に向け、来訪者を受け入れるガイドを養成するため、ガイドプログラム作成、ジオ概論及び環境関連法などの講座を開催するほか、多言語による三陸ジオパークの案内板等を設置するなど、受入態勢の整備に取り組んでいます。
	(１)　生物多様性の保全
	(２)　自然とふれあいの促進
	(３)　良好な大気・水環境の保全と環境負荷低減に向けた取組の促進
	(４)　水と緑を守る取組の推進
	(５)　北上川清流化対策
	(６)　環境学習の推進と県民等との連携・協働の取組の促進
	(７)　三陸ジオパークに関する取組の推進

	政策項目43循環型地域社会
	●　３Ｒを基調としたライフスタイルの定着に向けて、使い捨てプラスチックの削減等いわて三ッ星エコマナーアクションの普及啓発に取り組んでいます。
	●　再生資源利用認定製品認定制度や岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業制度の実施、食品ロスの削減を図るキャンペーンの実施などを通じて、ごみの減量やリサイクル等を促進しています。
	●　全国各地で発生している大規模災害に備え、市町村の災害廃棄物処理計画策定に係る研修会を開催しています。
	●　産業廃棄物の不適正処理を防止するため、産廃Ｇメンによる監視指導を継続的に実施するとともに、電子マニフェスト制度の周知など産業廃棄物の適正処理に係る研修会の開催等に取り組んでいます。
	●　青森県境産業廃棄物不法投棄事案に係る原状回復については、浄化完了を目指し、汚染個所の追加対策を実施しています。
	(１)　廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の推進
	(２)　災害に強く持続可能な廃棄物処理体制の構築
	(３)　産業廃棄物の適正処理の推進

	政策項目44地球温暖化
	●　岩手県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、温暖化防止いわて県民会議と連携し、県民参加型キャンペーンの展開、地球温暖化防止活動推進員の派遣や各種広報媒体を活用した夏季・冬季の省エネ節電対策を中心とした普及啓発等に取り組んでいます。
	●　「いわて地球環境にやさしい事業所認定制度」により、温暖化対策に自主的に取り組む事業者の増加を図ったほか、企業の中で環境取組を推進する担当者を養成すべく、「エコスタッフ養成セミナー」を県内４か所で開催するなど、人材の育成を行っています。
	●　自立分散型エネルギー供給体制の構築に向けた市町村等の計画策定を支援しています。
	●　風力発電の導入促進に向け、県内事業者による風力発電関連産業への参入などを目的としたセミナーを開催しています。
	●　住宅用太陽光発電について、県のホームページを通じて災害時の対応などについての情報提供を行っています。
	●　農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進に向けて、「岩手県農業水利施設小水力等発電推進協議会」を通じた普及啓発等を行うとともに、モデル的な施設の設置等に取り組んでいます。
	●　木質バイオマス燃焼機器の導入促進に向けて、木質バイオマスコーディネーターの派遣による市町村や民間事業者への技術指導に取り組んでいます。
	●　二酸化炭素の吸収・固定など森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、搬出間伐等の森林整備への支援に積極的に取り組むとともに、県内の合板工場や集成材工場への間伐材の供給に対する支援に取り組んでいます。
	●　気候変動対策に関する総合イベントは、令和元年東日本台風（台風第19号）が接近したことにより総合イベントが中止となりましたが、代替事業の参加型キャンペーンを実施したほか、テレビや新聞等による広報も実施し、気候変動に対する県民への理解増進を図りました。
	(１)　 温室効果ガス排出削減対策の推進
	(２)　 再生可能エネルギーの導入促進
	(３)　 適切な森林整備等の取組推進による森林吸収源対策
	(４)　 地球温暖化に伴う気候変動の影響への適応


	政策分野Ⅸ社会基盤
	政策分野Ⅸ社会基盤
	政策項目45科学・情報技術
	●　ＩＬＣプロジェクトの具体の対応の方向性を示す「ＩＬＣによる地域振興ビジョン」を策定（R1.7）し、建設候補地として必要となる機材の運搬ルート等に係る調査検討、県民等への普及啓発や海外向けの情報発信、県内企業の加速器関連産業への参入及び受注の促進に向けた取組を行っています。
	● 「岩手県科学技術イノベーション指針」（H31.3 策定）に基づき、競争的外部資金の獲得支援や、先端技術の社会実装に向けた体制構築に係る取組を行っています。
	● 「岩手県ＩＣＴ利活用推進計画」（H31.3 策定）に基づき、市町村や企業等のＩＣＴ利活用の取組の支援や、住民等へのＩＣＴの普及・啓発の取組を行っています。
	●　携帯電話基地局や超高速ブロードバンド基盤（光ファイバー）の整備が遅れている地域において、通信事業者や市町村と連携して情報通信インフラ整備の取組を支援しています。
	(１)　 国際研究拠点の形成と関連インフラの整備
	(２)　 イノベーションの創出に向けた研究開発の推進
	(３)　 ＩＣＴ利活用による地域課題の解決と県民利便性の向上
	(４)　 情報通信インフラの整備促進

	政策項目46社会資本整備
	●　防潮堤や水門・陸こう等の津波防災施設の整備、河川改修や簗川ダム建設、河川の河道掘削等を実施しています。
	●　ハード対策とソフト施策を組み合わせた洪水からの減災対策を進めるため、国・県・市町村で構成する大規模氾濫減災協議会においてとりまとめた取組方針に基づき、水位周知河川や洪水浸水想定区域の指定等に取り組んでいます。
	●　平成28年台風第10号により大きな被害が発生した小本川流域においては、河川改修など復旧事業に加え、岩泉町や住民等が協働連携して大規模な洪水も想定した防災・減災対策を流域全体で進めており、「山間部の流域治水」とも言える取組を実施しています。
	●　耐震化による安全の確保について、岩手県耐震改修促進計画に基づき、公共建築物の耐震化や、民間建築物の耐震診断・耐震改修実施への支援などに取り組んでいます。
	●　災害に強い道路ネットワークを構築するため、県土の縦軸・横軸となる高規格幹線道路等の整備を促進するとともに、緊急輸送道路や道路防災施設の整備等に取り組んでいます。
	●　日常生活を支える安全・安心な道づくりのため、救急搬送ルートの整備や冬期間の道路交通確保対策、通学路等への歩道整備等に取り組んでいます。
	●　ため池等の農業水利施設の災害の未然防止に向けて、老朽化した農業水利施設の補修等の対策に加え、ハザードマップの作成支援等に取り組んでいます。
	●　山地災害の未然防止に向けて、山地災害危険地区の調査や計画的な治山施設の整備に加え、既存施設の機能強化・補修等の長寿命化対策に取り組んでいます。
	●　東日本大震災津波により被災した防潮堤等の復旧・整備や、地震・津波などの自然災害に備え、防波堤・岸壁等の機能強化に取り組んでいます。
	(１)　 ハード対策とソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策
	(２)　 公共建築物等の耐震化による安全の確保
	(３)　 災害に強い道路ネットワークの構築
	(４)　 日常生活を支える安全な道づくりの推進
	(５)　 自然災害に強い農山漁村づくりの推進【再掲】

	政策項目47産業や観光振興基盤
	●　物流の効率化や観光の振興を図るため、内陸部と物流拠点である港湾を結ぶ道路や工業団地、インターチェンジへのアクセス道路、都市間や主要な観光エリアを結ぶ道路の整備、市町村と連携した道の駅の整備等に取り組んでいます。
	●　港湾施設の利活用やクルーズ船の寄港拡大を図るため、荷主企業やクルーズ船社へのポートセールス、港湾施設の機能拡充に取り組んでいます。
	●　宮古・室蘭フェリーの寄港再開に向け、県、宮古市、室蘭市及びフェリー運航会社を構成員とする「宮古・室蘭フェリー航路連絡調整会議」を設置し、関係者の情報共有を図っています。
	●　いわて花巻空港の滑走路の舗装劣化に対する機能回復のために、大規模な補修に着手しています。
	●　農業水利施設や漁港施設の長寿命化を図るため、施設の機能診断や保全対策工事などに取り組んでいます。
	●　持続的な森林経営を促進するため、森林経営計画等の策定を進め、造林や間伐等の森林整備を支援しています。
	●　森林整備や木材生産の効率性を高めるため、林道など路網の計画的な整備に取り組んでいます。
	(１)　 産業振興や交流を支える道路整備
	(２)　 港湾の整備と利活用の促進
	(３)　 いわて花巻空港の機能拡充と利活用の促進
	(４)　 農林水産業の生産基盤の着実な整備【再掲】

	政策項目48維持管理
	●　社会資本の適切な維持管理について、「岩手県公共施設等総合管理計画」に基づき、各施設の「個別施設計画」の策定を進めるとともに、長寿命化を図るための施設の計画的な修繕等に取り組んでいます。
	●　地域の道路、河川及び海岸の良好な利用環境を確保するため、住民との協働により草刈りや清掃等の維持管理に取り組んでいます。
	●　地域の社会資本の維持管理の担い手である建設企業が存続していくため、企業の経営改善に向けた支援に取り組んでいます。
	●　建設現場の生産性向上を図るため、ＩＣＴ活用工事の試行やＩＣＴ現場見学会・技術講習会の開催等に取り組んでいます。
	(１)　社会資本の適切な維持管理等の推進
	(２)　 住民との協働による維持管理の推進
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